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１．構造設計一級建築士の関与

（１）構造設計一級建築士の関与が必要となる場合

　建築士法（以下「士法」という。）第３条第１項に規定する建築物のうち、建築基

準法（以下「基準法」という。）第20条第一号又は第二号に掲げる建築物に該当する

ものの構造設計について、構造設計一級建築士の関与が必要となる（士法第20条の２）。

関与とは次のいずれかをいう。

①構造設計一級建築士が自ら構造設計を行う。この場合、構造設計一級建築士は、

構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示を行う。

②構造設計一級建築士以外の一級建築士が行った構造設計について、構造設計一級

建築士が法適合確認（当該構造設計に係る建築物が、構造関係規定（基準法第 

20条（第一号又は第二号に係る部分に限る。）の規定及びこれらに基づく命令の

規定）に適合するかどうかの確認）を行う。この場合において、構造設計一級建

築士は、当該構造設計に係る建築物が構造関係規定に適合することを確認したと

き又は適合することを確認できないときは、当該構造設計図書にその旨を記載し、

構造設計一級建築士である旨の表示をして記名及び押印を行う。

　建築物の増築、改築、大規模の修繕・大規模の模様替（以下「増改築等」という。）

を行う場合にあっては、当該増改築等の後に基準法第20条第一号又は第二号に掲げる
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建築物に該当する建築物について、一級建築士でなければ行うことができない規模の

増改築等に係る構造設計を行った場合には、構造設計一級建築士の関与が必要となる。

いわゆる改修工事で増改築等に該当しないものに係る設計については、構造設計一級

建築士の関与は不要である。

　構造設計一級建築士の関与が必要となる建築物の計画について、 構造設計一級建築

士の関与が行われていない場合、建築主事は建築確認の申請を受理することができな

い （基準法第６条第３項）。 

　なお、構造設計一級建築士の関与の対象と基準法に基づく構造計算適合性判定の対

象の差異は、次頁の図のように整理される。
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【構造計算適合性判定の対象と構造設計一級建築士の関与の対象】
構造計算適合判定の対象となる

構造計算
（網掛け部分以外）

基準法 20条に掲げる建築物 構造設計一級建築士の関与対象
となる建築物

（網掛け部分以外）

・大臣認定 1 号 特に高度な構造計算（時
刻歴応答解析）が義務付
けられ、全て大臣認定が
必要になる建築物（高さ
が 60m を超える建築物）

・左記のうち、一級建築士の業務
独占に係る以下の建築物（※）
①学校、病院、劇場、映画館、

百貨店等で、500㎡を超える
もの

②木造の建築物又は建築物の
部分で、高さが 13m 又は軒
の高さが 9m を超えるもの

③ RC 造、S 造等の建築物又は
建築物の部分で、延べ面積
が 300㎡、高さが 13m 又は
軒の高さが 9m を超えるもの

④延べ面積が 1,000㎡を超え、
かつ、階数が 2 以上の建築
物

※ただし、型式適合認定を受け
た建築物を除く。

・大臣認定 2 号 高度な構造計算（限界耐
力計算、保有水平耐力計
算、許容応力度等計算）
が義務付けられる一定規
模以上の建築物（高さが
60m 以下の大規模建築物）

・ルート 2
・ルート 3
・限界耐力計算

・ルート 1
（認定プログラムを用いる場合）
・ルート 2
・ルート 3
・限界耐力計算

3 号 簡易な構造計算（許容応
力度計算）が義務付けら
れる一定規模以上の建築
物（高さが 60m 以下の中
規模建築物）

・３号、４号に該当する建築物は
構造設計一級建築士の関与は
必要ない。

・ルート 1（上記以外の場合）
・大臣認定

・ルート 1
（認定プログラムを用いる場合）
・ルート 2
・ルート 3
・限界耐力計算

4 号 仕様規定を満たせば構造
計算が不要となる建築物

（小規模建築物）

・ルート 1（上記以外の場合）
・大臣認定
・仕様規定

　例えば、基準法第20条第三号の建築物に対し、ルート２やルート３、限界耐力計算

などにより構造計算を行った場合は、構造計算適合性判定を要するが、構造設計一級
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建築士の関与は不要となる。

（２）「構造設計」の考え方

　士法上、「構造設計」とは、構造設計図書（基礎伏図、構造計算書その他の建築物

の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの）の設計（その者の責任におい

て設計図書を作成すること）をいい（士法第２条第６項）、構造設計図書の内容は、

建築士法施行規則（以下「士法施行規則」という。）第1条第1項において、以下のと

おり規定されている。

【構造設計図書】
建築物 構造設計図書 備考

基準法第 20 条第一号・第二号に
掲げる建築物（共通）

建築基準法施行規則第 1 条の 3
第 1 項表 2 及び第 4 項表 1 の図
書のうち、構造関係規定に係る
もの

構造関係規定に関し、建築確認
申請時に提出を行う図書

基準法第 20 条第一号の認定を受
けた高さ 60 ｍを超える建築物

建築基準法施行規則第 10 条の 5
の 21 第 1 項の図書

構造方法の国土交通大臣認定を
受けるために提出する図書

限界耐力計算、保有水平耐力計
算（ルート 3）、許容応力度等計
算（ルート 2）、令第 82 条・第
82 条の 4 の計算（ルート 1）を
行った建築物

建築基準法施行規則第 1 条の 3
第 1 項表 3 の図書

構造計算書一式

国土交通大臣告示に基づく上の
各計算と同等の構造計算を行っ
た建築物

建築基準法施行規則第 1 条の 3
第 1 項表 3 に準ずるものとして
国土交通大臣が定める図書

構造計算書一式

注）型式適合認定を受けた建築物に係るものは除外される。

（３）法適合確認の手順

　構造設計一級建築士の関与の対象となる建築物について、構造設計一級建築士が自

ら構造設計を行った場合には、一級建築士として行う記名・押印のほかに、構造設計

一級建築士である旨の表示を行わなければならない（士法第20条の２第１項）。
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　構造設計一級建築士以外の一級建築士が、構造設計一級建築士の関与の対象となる

建築物の構造設計を行った場合は、 構造設計一級建築士に法適合確認を求めなければ

ならない。この場合において、構造設計一級建築士は、当該構造設計図書に構造関係

規定に適合することを確認した旨又は適合することを確認できない旨を記載し、構造

設計一級建築士である旨の表示をして記名・押印を行わなければならない。

　具体的には、構造設計を行った一級建築士は、作成した構造設計図書を含め、下記

の図書及び書類を構造設計一級建築士に提出する。提出を受けた構造設計一級建築士

は、これらの図書を審査することにより、当該構造設計に係る建築物が構造関係規定

に適合するかを確認する（士法第20条の２第２項、士法施行規則第17条の17の２第１

項）。

【法適合確認を求める際に構造設計一級建築士に提出を行う図書】
①構造設計図書（法適合確認を行った構造設計一級建築士が記名・押印を行う。）

・前頁（２）の表参照

②審査のための図書・書類（法適合確認を行った構造設計一級建築士が記名・押印

を行う必要はない。）

・建築基準法施行規則第 1 条の 3 第 1 項表 1 に掲げる図書

・大臣認定プログラムによる構造計算で安全性を確かめた場合、認定書の写し、

電子計算機に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情

報を記録した磁気ディスク等

・建築基準法施行規則第 1 条の 3 第 1 項表 4 及び同条第４項表２に掲げる書類 

（いずれも構造関係規定に係るものに限る。）

　構造設計一級建築士は、当該構造設計に係る建築物が構造関係規定に適合すること

を確認したとき又は適合することを確認できないときは、当該構造設計図書にその旨

を記載し、構造設計一級建築士である旨の表示をして記名及び押印を行わなければな

らない（士法第20条の２第３項）。



7

構造設計一級建築士の関与

法
適
合
確
認
に
つ
い
て

Ⅰ

（４）法適合確認を行った構造設計一級建築士の建築基準法・建築士法上の責任

　法適合確認を行った構造設計一級建築士は、原則として、その構造設計について、

当該確認を行う範囲内において、基準法上の設計者としての責任を負うこととなる（基

準法第２条第十七号）。

　具体的には、基準法に基づく以下のような規定の適用対象となり得る。 

・ 法適合確認に係る建築物が違反建築物であるとして特定行政庁が是正命令などを

行った場合、その氏名などを国土交通大臣に通知される（基準法第9条の3）。 

・ 法適合確認に係る建築物に関し、特定行政庁による報告聴取などの対象となる 

（基準法第12条第５項及び第６項）。 

・ 法適合確認に係る建築物が違反建築物である場合、罰則の対象となる（基準法第

98条）。 

　また、法適合確認は士法に基づく建築士の業務の一部であり、法適合確認を行った

構造設計一級建築士は、建築士として士法の規定の適用の対象となる。

（５）構造設計図書の変更の場合

　建築士が作成した設計図書の一部を変更した場合には、建築士は当該変更後にその

設計図書に再度記名・押印を要するが、構造設計一級建築士の関与が必要となる建築

物について、構造設計一級建築士の関与の下に構造設計が行われた後に構造設計図書

が変更された場合は、再度構造設計一級建築士の関与が必要となる（士法第20条の２）。

　この場合の法適合確認については、前記（３）の図書及び書類のうち、変更に係る

ものの審査により行うこととなる（士法施行規則第17条の17の２第２項）。
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２．構造設計一級建築士の関与が義務付けられる対象建築物

（１）関与の対象となる建築物

　士法第３条第１項に規定する建築物のうち、基準法第20条第一号又は第二号に掲げ

る建築物に該当するものの構造設計を行う場合は、構造設計一級建築士の関与が必要

となる。すなわち、以下の①及び②の両方に該当する建築物の構造設計が対象となる。

①士法第３条第１項に規定する建築物（新築する場合は一級建築士でなければその

設計を行うことができない建築物）

・ 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場（オーディトリアムを有

しないものを除く。）又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500㎡を

超えるもの

・ 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが９mを超えるも

の

・ 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若し

くは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300㎡、高

さが13m又は軒の高さが９mを超えるもの 

・ 延べ面積が1,000㎡を超え、かつ、階数が２以上の建築物

※建築物の増改築等を行う場合には、当該増改築等に係る部分が上記に該当する

場合には、一級建築士でなければその設計を行うことができない（士法第３条

第２項）。
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構造設計一級建築士の関与が義務付けられる対象建築物

【建築士の業務範囲（白抜き部分が一級建築士でなければ設計を行えない範囲）】

延べ床面積S（㎡）

木造 鉄筋コンクリート造等 全ての構造

高さ≦ 13m かつ軒高≦ 9 ｍ 高さ≦ 13m かつ軒高≦ 9 ｍ 高さ＞ 13 ｍ
又は

軒高＞ 9 ｍ平家建 2 階建 3 階建以上 2 階建以下 3 階建以上

S ≦ 30
①誰でもできる

①

30 ＜ S ≦ 100

100 ＜ S ≦ 300
②一級・二級・木

造建築士でなけ
ればならない

300 ＜ S ≦ 500 ③一級・二級建築士でなけれ
ばならない

500 ＜ S ≦ 1000
一般

特殊

1000 ＜ S
一般 ③ ④一級建築士でなければならない

特殊

※特殊とは、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、オーディトリアムを有する集会場、百貨店

②基準法第20条第一号又は第二号に掲げる建築物

・基準法第20条第一号の建築物

　高さが60ｍを超える建築物

・基準法第20条第二号の建築物

　高さが60ｍ以下の建築物のうち、基準法第６条第１項第二号に掲げる建築物

（高さが13ｍ又は軒の高さが９ｍを超えるものに限る。）又は同項第三号に掲げ

る建築物（地階を除く階数が４以上である鉄骨造の建築物、高さが20ｍを超え

る鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建

築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。）

※「政令で定める建築物」については基準法施行令第36条の２及び平成19年

国土交通省告示第593号において詳細を規定している。
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【基準法第20条による建築物の区分】

①S造（階数≦3（地階を除く）、高さ≦13m及び軒高≦9m）で、次の基準
　〔薄板軽量形鋼造、屋上の積載荷重大の場合はイ又はハ〕に非該当
　イ：1）スパン≦6m、2）延べ面積≦500m2、3）Co=0.3 以上として地震力の
　　　許容応力度計算（冷間成形角形鋼管柱はさらに所定の応力割増し）、
　　　4）筋かい端部の降伏時に端部、接合部が破壊しない
　ロ：1）階数≦2（地階を除く）、2）スパン≦12m、3）延べ面積≦500m2
　　　（平家は≦3,000m2）、4）イ 3）4）に適合、5）偏心率≦0.15、
　　　6）柱･梁、接合部等が構造耐力上支障のある急激な耐力低下を生じない
　ハ：規則第 1条の 3第 1項第一号ロ（2）の規定に基づく大臣認定取得
②RC造（HFW造、WRC造、RM造を除く）、SRC造、RC造と SRC造の併用
　（高さ≦20m）で、次の基準に非該当
　イ：1）Σ2.5αAw＋Σ0.7αAc≧ZWAi
　　　（耐力壁の開口周比≦0.4、SRC造柱は 0.7→1.0）
　　　2）QD=min{QL＋nQE, Qo＋Qy } を用いて令第 82 条第一号～第三号
　　　までの構造計算
　ロ：規則第 1条の 3第 1項第一号ロ（2）の規定に基づく大臣認定取得
③木造、組積造、補強CB造、S造の併用又はこれらとRC造、SRC造の併用で、
　次の基準に非該当（④イ～トに該当するものを除く）
　イ：階数≦3 （地階を除く）　
　ロ：高さ≦13mかつ軒高≦9m
　ハ：延べ面積≦500m2　　　
　ニ：S造の階が①イ 1）、3）、4）に適合　
　ホ：RC造・SRC造の階が②イに適合
④木造とRC造の併用で、次の基準に非該当（③イ～ホに該当するものを除く）
　イ：階数=2又は 3（地階を除く）かつ 1Fが RC造 2F以上が木造　
　ロ：高さ≦13mかつ軒高≦9m　　
　ハ：延べ面積≦500m2　
　ニ：地上部分の層間変形角 1/200（1/120）以内
　ホ：2F以上の剛性率≧0.6 かつ各階偏心率≦0.15
　ヘ：1FでΣ2.5αAw＋Σ0.7αAc≧0.75ZWAi
　　　（耐力壁の開口周比≦0.4、SRC造柱は 0.7→1.0）
　ト：2F以上で筋かいβによる水平力割増し、筋かい端部の降伏時の端部・接
　　　合部が破壊しない、地上部分の塔状比≦4
⑤床版又は屋根版にデッキプレート版を用いた建築物で、その他の部分が、
　次の基準に非該当
　イ：木造で、高さ≦13mかつ軒高≦9m　
　ロ：組積造又は補強CB造で、階数≦3 （地階を除く）
　ハ：S造（階数≦3（地階を除く）、高さ≦13m、軒高≦9m）で、①イ又はロに該当
　ニ：RC造、SRC造、RC造と SRC造の併用（高さ≦20m）で、②イに該当
　ホ：木造、組積造、補強CB造、S造の併用又はこれらとRC造・SRC造の
　　　併用で、③イ～ホに該当
　ヘ：木造とRC造の併用で、④イ～トに該当
⑥床版又は屋根版にALC版を用いた建築物で、その他の部分が
　基準⑤イ、ハ、ホに非該当
⑦屋根版にシステムトラスを用いた建築物で、その他の部分が
　基準⑤イ～ヘに非該当
⑧骨組膜構造（H14 国交告第 666 号）で、次の基準に非該当
　イ：同告示第 1第 2項第一号ロ（1）～（3）に該当
　ロ：骨組の構造が、⑤イ～ヘのいずれかに該当

①組積造又は補強CB造
　階数≧4 （地階を除く）
②S造
　階数≦3（地階を除く）で
　高さ＞13m又は軒高＞9m
③RC造と SRC造の併用
　高さ＞20m
④木造、組積造、補強CB造、
　S造の併用又はこれらと
　RC造・SRC造の併用
　イ：階数≧4（地階を除く）
　ロ：高さ＞13m又は軒高＞9m
⑤その他告示で指定するもの

①高さ＞60mの建築物

【H19 国交告第 593 号】

①木造（法第 6条第１項
　第二号該当）
　高さ＞13m又は軒高＞9m
②非木造（法第 6条第１項
　第三号該当）
　・S造
　　階数≧4（地階を除く）
　・RC造又は SRC造
　　高さ＞20m
　・その他政令で定めるもの

【令第 36 条の 2】【法第 20 条】

【
第
一
号
】

【
第
二
号
】

○第二号以外で以下のもの
①木造（法第 6条第１項
　第二号該当）
②非木造（法第 6条第１項
　第三号該当）
③石造、れんが造、CB造、
　無筋コンクリート造等
　高さ＞13m又は軒高＞9m

【
第
三
号
】

①第一号～第三号以外のもの
 ・木造で階数≦2、
　延べ面積≦500m2。
　高さ≦13m及び軒高≦9m
 ・非木造で階数=1かつ
　延べ面積≦200m2
 ・石造等で高さ≦13mかつ
　軒高≦9m

【
第
四
号
】

注 1）　上記の各基準（ルート１の基準）に該当するものは、第三号となる
　　　（二次設計免除となる）
2）　特定畜舎等建築物は、第三号となる

➡ ➡

構造種別略語凡例
S 造 : 鉄骨造
RC造 : 鉄筋コンクリート造
SRC造 : 鉄骨鉄筋コンクリート造
CB造 : コンクリートブロック造
HFW造 : 壁式ラーメン鉄筋コンクリート造
WRC造 : 壁式鉄筋コンクリート造
RM造 : 鉄筋コンクリート組積造
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構造設計一級建築士の関与義務規定の適用開始時期

３．構造設計一級建築士の関与義務規定の適用開始時期

　平成21年５月27日以降に構造設計一級建築士の関与の対象となる建築物の構造設計

を行った場合、構造設計一級建築士の関与が義務付けられ、構造設計一級建築士の関

与がない場合には、 建築確認の申請は受理されず、 工事の着工も禁止される（基準法

第５条の４第２項、第６条第３項）。

　ただし、平成21年５月26日以前に行った構造設計による建築物の計画については、

平成21年11月26日までの間は、当該規定は適用されないこととされている（建築士法

等の一部を改正する法律附則第４条）。平成21年５月26日以前に行われた構造設計に

ついて、平成21年11月26日までに設計の変更を行った場合についても同様である。

　なお、「平成21年５月26日以前に行った設計」とは、同日までに設計者が設計図書

を作成し、当該図書に記名押印を行うことにより設計が完了されたものを指す。

　上記の経過措置の適用を受けようとする場合、確認申請書第２面の備考欄に、設計

を終えた日付を記入し、経過措置の対象であることを明記する必要がある。

【適用開始日・経過措置期間の考え方】

Ｈ21.5.26 以前に
確認申請された場合

Ｈ21.5.27～11.26 に確認申請された場合 Ｈ21.11.27 以降に確認申請された場合

◆Ｈ21.5.26 以前に当初設計が行われた場合

◆Ｈ21.5.27 以降に当初設計が行われた場合

Ｈ21.5.27 Ｈ21.11.27

関与不要 （＊1）

関与が必要

設計変更も含め 関与不要 （＊2）

◆設計時期、当初設計・設計変更の別に

関わらず 関与が必要

＊１、＊２の場合であっても、その後の設
計変更についてＨ21.11.27 以降に確認申
請された場合には、関与が必要となる。

確認申請の時期
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１．対象建築物・設計行為 
 

Ｑ１ 構造計算適合性判定を要する建築物は全て構造設計一級建築士の関与の対象と 

なるのでしょうか。 

Ａ 構造計算適合性判定と構造設計一級建築士制度は別の制度であり、構造計算適 

合性判定、構造設計一級建築士の関与が必要かどうかは、それぞれの要件への 

該当の有無により判断されることとなります。 

 

 
Ｑ２ 増築、改築、大規模の修繕・大規模の模様替（以下、「増改築等」という。）の 

場合に、構造設計一級建築士の関与が義務付けられるのはどのような場合です 

か。 

Ａ  当該増改築等の後に建築基準法第20条第一号又は第二号に掲げる建築物に該当 

するものについて、一級建築士の業務独占の対象となる増改築等に係る構造設 

計を行った場合には、構造設計一級建築士の関与が必要となります。 

 

 
Ｑ３  エキスパンションジョイント（ＥＸＰ-Ｊ）で接続される建築物について、構 

造設計一級建築士の関与が義務付けられるのはどのような場合ですか。  

（国土交通省告示第５９３号の平成２３年５月１日改正により、回答の一部が変更しました） 

Ａ  １．ＥＸＰ-Ｊで接続される建築物を新築する場合は、ＥＸＰ-Ｊで接続される建

築物の部分のいずれかの規模が建築基準法第20条第一号又は第二号に掲げる

建築物に該当し、かつ、当該建築物の設計が一級建築士の業務独占の対象に



対象建築物・設計行為

 

 

 

 

 
 

該当する場合に、構造設計一級建築士の関与が必要となります。 

    ２．ＥＸＰ-Ｊで接続される建築物の増改築等を行う場合には、当該増改築等 

の後のＥＸＰ-Ｊで接続される建築物の部分のいずれかの規模が建築基準法

第20条第一号又は第二号に掲げる建築物に該当し、かつ当該増改築等を行

う部分の設計が一級建築士の業務独占の対象に該当する場合に、構造設計

一級建築士の関与が必要となります。ＥＸＰ-Ｊで接続される既存部分にお

いても構造設計図書が作成される場合は、構造設計一級建築士の関与が

必要です。 

 
 

Ｑ４ 型式適合認定を受け、審査省略されているプレハブ住宅等の建築物について、 構

造設計一級建築士の関与は必要となりますか。 

Ａ 型式適合認定を受け、審査省略されているプレハブ住宅等の建築物については、 構

造設計一級建築士の関与は不要です。 

 

 
Ｑ５ 図書省略認定を受けて、構造計算適合性判定の対象から除外されている建築物 

について、構造設計一級建築士の関与は必要となりますか。 

Ａ 図書省略認定を受けて、構造計算適合性判定の対象から除外されている建築物 

は、建築基準法上の位置付けが同法第20条第三号の建築物となるため、構造設 

計一級建築士の関与は不要です。 

 

 
Ｑ６  耐震診断の場合、構造設計一級建築士の関与は必要となりますか。 

 

Ａ 構造設計が行われない場合は、構造設計一級建築士の関与は不要です。 

 
 
 

Ｑ７ 耐震改修の場合、構造設計一級建築士の関与が義務付けられるのはどのような 

場合ですか。 

Ａ 当該耐震改修が、当該改修後に建築基準法第20条第一号又は第二号に掲げる建 

築物に該当する建築物について、一級建築士の業務独占の対象となる増改築等 

に係る構造設計を行うものである場合には、構造設計一級建築士の関与が必要 

となります。 
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２．法適合確認の業務内容・手続等

Ｑ８	 法適合確認の具体的な方法は定められているのでしょうか。

Ａ	 設計の方法が各々の設計者に委ねられているのと同様に、法適合確認の具体的

な方法も各々の構造設計一級建築士に委ねられています。

Ｑ９	 設計図書の不整合についても法適合確認を行う義務がありますか。

Ａ	 構造設計一級建築士は、構造設計図書の範囲において図書間の整合も含め、法

適合性を確認することとなりますが、設計図書間の整合性を確保することは、

一義的には設計者の責任において行われるべきものです。

Ｑ10	法適合確認において、条例・指導要綱は確認の対象となりますか。

Ａ	 法適合確認の対象は建築基準法第20条第一号及び第二号並びにこれらの規定に

基づく命令の規定であり、条例・指導要綱は含まれません。

Ｑ11	構造設計一級建築士の関与が必要な建築物の構造設計を、構造設計一級建築士

が自ら行った場合にも法適合確認は必要ですか。

Ａ	 法適合確認は不要です。なお、構造設計一級建築士の関与の対象となる建築物

について、構造設計一級建築士が自ら構造設計を行った場合には、一級建築士

として行う記名・押印のほかに、構造設計一級建築士である旨の表示を行う必

要があります。

Ｑ12	設計図書に「法適合確認」を行った構造設計一級建築士の記名・押印が必要に

なりますか。

Ａ	 構造設計一級建築士以外の一級建築士が、構造設計一級建築士の関与の対象と

なる建築物の構造設計を行った場合は、	構造設計一級建築士に法適合確認を求

めなければなりません。この場合において、構造設計一級建築士は、当該構造

設計に係る建築物が構造関係規定に適合することを確認したとき又は適合する
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法適合確認の業務内容・手続等

ことを確認できないときは、当該構造設計図書にその旨を記載し、構造設計一

級建築士である旨の表示をして記名及び押印を行う必要があります。

Ｑ13	法適合確認の過程で、不適合個所を発見したなど、構造関係規定に適合するこ

とが確認できない場合は、どのようにすればよいでしょうか。

Ａ	 法適合確認を行った構造設計図書が構造関係規定に適合することを確認できな

いときは、当該構造設計図書にその旨を記載するとともに、構造設計一級建築

士である旨の表示をして記名・押印をすることとなります。

Ｑ14	建築確認において、建築主事の見解と法適合確認を行った構造設計一級建築士

の見解が異なった場合にはどのような扱いになりますか。

Ａ	 建築主事と設計者の関係と同様に、建築主事の判断によることとなります。

Ｑ15	法適合確認の過程で、構造設計一級建築士が設計内容の変更を提案したり、助

言することは、法適合確認の業務に含まれるのでしょうか。

Ａ	 「法適合確認」に、提案・助言を行うことは含まれません。

Ｑ16	法適合確認が行われた構造設計図書の一部を変更し、当該変更に係る設計行為

を行った一級建築士が記名・押印を行った場合には、再度法適合確認が必要と

なりますか。

Ａ	 構造設計一級建築士以外の一級建築士が、法適合確認が行われた構造設計図書

の一部を変更し、当該設計変更に係る記名・押印を行った場合には、当該変更

に係る部分について再度法適合確認が必要となります。

	 構造設計一級建築士が、法適合確認が行われた構造設計図書の一部を変更した

場合には、再度法適合確認を行うことは不要ですが、当該構造設計一級建築士

は一級建築士としての記名・押印のほかに、構造設計一級建築士である旨の表

示を構造設計図書に行う必要があります。
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Ｑ17	構造設計図書を変更した場合に再度法適合確認を行う構造設計一級建築士は、

最初の法適合確認を行った者と異なってもよいでしょうか。

Ａ	 問題ありません。

Ｑ18	法適合確認を行った構造設計一級建築士は、建築基準法・建築士法上どのよう

な責任を負うことになりますか。

Ａ	 法適合確認を行った構造設計一級建築士は、原則として、その構造設計につい

て、当該確認を行う範囲内において、建築基準法上の設計者としての責任を負

うこととなります。また、法適合確認は建築士法に基づく建築士の業務の一部

であり、法適合確認を行った構造設計一級建築士は、建築士として建築士法の

規定の適用の対象となります。

３．その他

Ｑ19	関与の対象となる建築物であるにもかかわらず、構造設計一級建築士が関与し

なかった場合はどうなりますか。

Ａ	 当該建築物に係る建築確認申請については、建築主事等は申請を受理しません。

Ｑ20	関与の対象となる建築物について、構造設計一級建築士自らが構造設計を行っ

た場合、構造計算により建築物の安全性を確かめた場合に交付される証明書（構

造安全証明書）の交付は、どのようになるのでしょうか。

Ａ	 関与の対象となる建築物について、構造設計一級建築士自らが構造設計を行っ

た場合、当該構造設計を行った構造設計一級建築士は、構造安全証明書の交付

義務はありません。

	 なお、関与の対象とならない建築物については、構造設計一級建築士が自ら構

造設計を行っていても、従来通り構造安全証明書の交付が必要となります。

Ｑ21	関与の対象となる建築物について、構造設計一級建築士が法適合確認を行った
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法
適
合
確
認
Ｑ
＆
Ａ

Ⅱ

その他

場合、構造安全証明書の交付は、どのようになるのでしょうか。

Ａ	 関与の対象となる建築物について、構造設計一級建築士が法適合確認を行った

場合、当該構造設計を行った一級建築士は、構造安全証明書の交付義務はあり

ません。

	 なお、関与の対象とならない建築物については、構造設計一級建築士が法適合

確認を行っていても、従来通り構造安全証明書の交付が必要となります。

Ｑ22	関与の対象となる建築物については、構造設計のみならず、工事監理において

も、構造設計一級建築士の関与が必要なのでしょうか。

Ａ	 工事監理においては、構造設計一級建築士の関与は不要です。

Ｑ23	大規模な工作物について、構造設計一級建築士は関与する必要がありますか。

Ａ	 建築基準法第88条の規定により建築物に関する規定が準用される工作物につい

ては、構造設計一級建築士の関与は不要です。

Ｑ24	構造設計一級建築士が法適合確認のみを業務として行う場合は、建築士事務所

の登録は必要ですか。

Ａ	 建築士法第21条において、構造設計一級建築士による法適合確認は「設計」に

含まれることとされており、これは、建築士事務所の登録が必要となる場合を

定めた同法第23条における「設計」についても同様です。すなわち、構造設計

一級建築士又はこれを使用する者は、「他人の求めに応じ報酬を得て」法適合

確認を「業として」行おうとするときは、建築士事務所の登録を受けることが

必要となります。

Ｑ25	法適合確認を行う建築士を重要事項説明書に記載する必要がありますか。

Ａ	 法定事項ではありませんが、重要事項説明書に記載を行うことは可能です。法

適合確認を行う構造設計一級建築士が業務開始後に決定する場合には、説明を
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第Ⅱ編　法適合確認Ｑ＆Ａ

行う段階で想定される委託先を記載し、決定次第建築主に対して通知すること

が考えられます。



参考資料１

建築士法第20条の2第2項に定める

「構造関係規定」
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参考資料１　建築士法第２０条の２第２項に定める「構造関係規定」

参考資料1
建築士法第２０条の２第２項に定める

「構造関係規定」
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建
築
士
法
第
20
条
の
２
第
２
項

に
定
め
る
「
構
造
関
係
規
定
」

参考資料１

建
築
基
準
法

建
築
基
準
法
施
行
令
等

（
法
令
名
称
な
し
は
建
築
基
準
法
施
行
令
を
示
す
。）

建
設
（
国
土
交
通
）
大
臣
告
示
等

第
２０
条
第
1
項
第
二
号

平
成
１９
年
国
土
交
通
省
告
示
第
５９
２
号

（
建

築
物

の
構

造
方

法
が

安
全

性
を

有
す

る
こ

と
を

確
か

め
る

た
め

の
構

造
計

算
の

方
法

を
定

め
る

件
）

第
２０
条

第
３６
条
第
１
項

（
構

造
方

法
に

関
す

る
技

術
的

基
準

）
昭
和
５８
年
建
設
省
告
示
第
１３
２０
号

（
プ

レ
ス

ト
レ

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
の

建
築

物
又

は
建

築
物

の
構

造
部

分
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
） 

平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
２０
０９
号

（
免

震
建

築
物

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

等
の

件
）

平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１０
２５
号

（
壁

式
ラ

ー
メ

ン
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

等
の

件
）

平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１０
２６
号

（
壁

式
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

件
）

平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１５
４０
号

（
枠

組
壁

工
法

又
は

木
質

プ
レ

ハ
ブ

工
法

を
用

い
た

建
築

物
又

は
建

築
物

の
構

造
部

分
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
件

）
平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１６
４１
号

（
薄

板
軽

量
形

鋼
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

等
の

件
）

平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
３２
６
号

（
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
で

あ
る

床
版

又
は

屋
根

版
に

デ
ッ

キ
プ

レ
ー

ト
版

を
用

い
る

場
合

に
お

け
る

当
該

床
版

又
は

屋
根

版
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
件

）
平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４１
０
号

（
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
合

金
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

件
）

平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４１
１
号

（
丸

太
組

構
法

を
用

い
た

建
築

物
又

は
建

築
物

の
構

造
部

分
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
件

））
平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４６
３
号

（
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
に

シ
ス

テ
ム

ト
ラ

ス
を

用
い

る
場

合
に

お
け

る
当

該
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
件

）

参
考
資
料
１
　
建
築
士
法
第
２
０
条
の
２
第
２
項
に
定
め
る
「
構
造
関
係
規
定
」

（
平

成
２

１
年

４
月

１
日

現
在

の
法

令
に

よ
る

）
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参考資料１　建築士法第２０条の２第２項に定める「構造関係規定」
建
築
基
準
法

建
築
基
準
法
施
行
令
等

（
法
令
名
称
な
し
は
建
築
基
準
法
施
行
令
を
示
す
。）

建
設
（
国
土
交
通
）
大
臣
告
示
等

（
前

に
続

く
）

（
前

に
続

く
）

平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４６
４
号

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
充

填
鋼

管
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

件
）

平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
６６
６
号

（
膜

構
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

等
の

件
）

平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
６６
７
号

（
テ

ン
ト

倉
庫

建
築

物
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
等

の
件

）
平
成
１５
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４６
３
号

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
組

積
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

件
）

平
成
１９
年
国
土
交
通
省
告
示
第
５９
９
号

（
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
で

あ
る

床
版

又
は

屋
根

版
に

軽
量

気
泡

コ
ン

ク
リ

ー
ト

パ
ネ

ル
を

用
い

る
場

合
に

お
け

る
当

該
床

版
又

は
屋

根
版

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

件
）

第
３６
条
第
２
項

（
構

造
方

法
に

関
す

る
技

術
的

基
準

）
昭
和
５８
年
建
設
省
告
示
第
１３
２０
号

（
プ

レ
ス

ト
レ

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
の

建
築

物
又

は
建

築
物

の
構

造
部

分
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
）

平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１０
２６
号

（
壁

式
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

件
）

平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１５
４０
号

（
枠

組
壁

工
法

又
は

木
質

プ
レ

ハ
ブ

工
法

を
用

い
た

建
築

物
又

は
建

築
物

の
構

造
部

分
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
件

）
平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１６
４１
号

（
薄

板
軽

量
形

鋼
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

等
の

件
）

平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
３２
６
号

（
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
で

あ
る

床
版

又
は

屋
根

版
に

デ
ッ

キ
プ

レ
ー

ト
版

を
用

い
る

場
合

に
お

け
る

当
該

床
版

又
は

屋
根

版
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
件

）
平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４１
０
号

（
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
合

金
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

件
）
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建
築
士
法
第
20
条
の
２
第
２
項

に
定
め
る
「
構
造
関
係
規
定
」

参考資料１

建
築
基
準
法

建
築
基
準
法
施
行
令
等

（
法
令
名
称
な
し
は
建
築
基
準
法
施
行
令
を
示
す
。）

建
設
（
国
土
交
通
）
大
臣
告
示
等

（
前

に
続

く
）

（
前

に
続

く
）

平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４６
３
号

（
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
に

シ
ス

テ
ム

ト
ラ

ス
を

用
い

る
場

合
に

お
け

る
当

該
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
件

）
平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４６
４
号

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
充

填
鋼

管
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

件
）

平
成
１５
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４６
３
号

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
組

積
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

件
）

第
３６
条
の
２（

地
階

を
除

く
階

数
が

４
以

上
で

あ
る

鉄
骨

造
の

建
築

物
等

に
準

ず
る

建
築

物
）

平
成
１９
年
国
土
交
通
省
告
示
第
５９
３
号

（
建

築
基

準
法

施
行

令
第

３６
条

の
２

第
五

号
の

国
土

交
通

大
臣

が
指

定
す

る
建

築
物

を
定

め
る

件
）

第
３６
条
の
３（

構
造

設
計

の
原

則
）

第
３７
条

（
構

造
部

材
の

耐
久

）

第
３８
条

（
基

礎
）

平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１３
４７
号

（
建

築
物

の
基

礎
の

構
造

方
法

及
び

構
造

計
算

の
基

準
を

定
め

る
件

）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
２０
０９
号

（
免

震
建

築
物

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

等
の

件
）

平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４７
４
号

（
特

定
畜

舎
等

建
築

物
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
等

の
件

）
平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
６６
７
号

（
テ

ン
ト

倉
庫

建
築

物
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
等

の
件

）

第
３９
条

（
屋

根
ふ

き
材

等
の

緊
結

）
昭
和
４６
年
建
設
省
告
示
第
１０
９
号

（
屋

根
ふ

き
材

、
外

装
材

及
び

屋
外

に
面

す
る

帳
壁

の
構

造
方

法
）

第
４０
条

（
木

造
　

適
用

の
範

囲
）

第
４１
条

（
木

造
　

木
材

）

第
４２
条

（
木

造
　

土
台

及
び

基
礎

）
昭
和
６２
年
建
設
省
告
示
第
１８
９７
号

（
建

築
基

準
法

施
行

令
の

規
定

に
基

づ
き

地
盤

が
軟

弱
な

区
域

と
し

て
特

定
行

政
庁

が
区

域
を

指
定

す
る

基
準

）

第
４３
条

（
木

造
　

柱
の

小
径

）
平
成
１２
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１３
４９
号

（
木

造
の

柱
の

構
造

耐
力

上
の

安
全

性
を

確
か

め
る

た
め

の
構

造
計

算
の

基
準

を
定

め
る

件
）
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参考資料１　建築士法第２０条の２第２項に定める「構造関係規定」
建
築
基
準
法

建
築
基
準
法
施
行
令
等

（
法
令
名
称
な
し
は
建
築
基
準
法
施
行
令
を
示
す
。）

建
設
（
国
土
交
通
）
大
臣
告
示
等

（
前

に
続

く
）

第
４４
条

（
木

造
　

は
り

等
の

横
架

材
）

第
４５
条

（
木

造
　

筋
か

い
）

第
４６
条

（
木

造
　

構
造

耐
力

上
必

要
な

軸
組

等
）

昭
和
５６
年
建
設
省
告
示
第
１１
００
号

（
建

築
基

準
法

施
行

令
第

４６
条

第
４

項
表

１（
１）

項
か

ら
（

７）
項

ま
で

に
掲

げ
る

軸
組

と
同

等
以

上
の

耐
力

を
有

す
る

軸
組

及
び

当
該

軸
組

に
係

る
倍

率
の

数
値

）
昭
和
６２
年
建
設
省
告
示
第
１８
９８
号

（
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
で

あ
る

柱
及

び
横

架
材

に
使

用
す

る
集

成
材

そ
の

他
の

木
材

の
品

質
の

強
度

及
び

耐
久

性
に

関
す

る
基

準
を

定
め

る
件

）
昭
和
６２
年
建
設
省
告
示
第
１８
９９
号

（
木

造
若

し
く

は
鉄

骨
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
耐

力
上

安
全

で
あ

る
こ

と
を

確
か

め
る

た
め

の
構

造
計

算
の

基
準

）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１３
５１
号

（
木

造
の

建
築

物
に

物
置

等
を

設
け

る
場

合
に

階
の

床
面

積
に

加
え

る
面

積
を

定
め

る
件

）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１３
５２
号

（
木

造
建

築
物

の
軸

組
の

設
置

の
基

準
を

定
め

る
件

）

第
４７
条

（
木

造
　

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
継

手
又

は
仕

口
）

平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１４
６０
号

（
木

造
の

継
手

及
び

仕
口

の
構

造
方

法
を

定
め

る
件

）

第
４８
条

（
木

造
　

学
校

の
木

造
校

舎
）

昭
和
６２
年
建
設
省
告
示
第
１８
９９
号

（
木

造
若

し
く

は
鉄

骨
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
耐

力
上

安
全

で
あ

る
こ

と
を

確
か

め
る

た
め

の
構

造
計

算
の

基
準

）

平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１４
５３
号

（
学

校
の

木
造

の
校

舎
の

日
本

工
業

規
格

を
指

定
す

る
件

）

第
４９
条

（
木

造
　

外
壁

内
部

等
の

防
腐

措
置

等
）

第
５１
条

（
組

積
造

　
適

用
の

範
囲

）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１３
５３
号

（
補

強
さ

れ
た

組
積

造
の

建
築

物
の

部
分

等
の

構
造

耐
力

上
の

安
全

性
を

確
か

め
る

た
め

の
構

造
計

算
の

基
準

を
定

め
る

件
）

第
５２
条

（
組

積
造

　
組

積
造

の
施

工
）

第
５４
条

（
組

積
造

　
壁

の
長

さ
）

第
５５
条

（
組

積
造

　
壁

の
厚

さ
）
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建
築
士
法
第
20
条
の
２
第
２
項

に
定
め
る
「
構
造
関
係
規
定
」

参考資料１

建
築
基
準
法

建
築
基
準
法
施
行
令
等

（
法
令
名
称
な
し
は
建
築
基
準
法
施
行
令
を
示
す
。）

建
設
（
国
土
交
通
）
大
臣
告
示
等

（
前

に
続

く
）

第
５６
条

（
組

積
造

　
臥

梁
）

第
５７
条

（
組

積
造

　
開

口
部

）

第
５８
条

（
組

積
造

　
壁

の
み

ぞ
）

第
５９
条

（
組

積
造

　
鉄

骨
組

積
造

で
あ

る
壁

）

第
５９
条
の
２（

組
積

造
　

補
強

を
要

す
る

組
積

造
）

平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１３
５４
号

（
組

積
造

の
建

築
物

等
を

補
強

す
る

構
造

方
法

を
定

め
る

件
）

第
６０
条

（
組

積
造

　
手

す
り

又
は

手
す

り
壁

）

第
６１
条

（
組

積
造

　
組

積
造

の
へ

い
）

第
６２
条（

組
積

造
　

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

等
の

さ
さ

え
）

第
６２
条
の
２（

補
強

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

造
　

適
用

の
範

囲
）

第
６２
条
の
４（

補
強

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

造
　

耐
力

壁
）

第
６２
条
の
５（

補
強

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

造
　

臥
梁

）

第
６２
条
の
６（

補
強

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

造
　

目
地

及
び

空
洞

部
）

第
６２
条
の
７（

補
強

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

造
　

帳
壁

）

第
６２
条
の
８（

補
強

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

造
　

塀
）

平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１３
５５
号

（
補

強
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
造

の
塀

の
構

造
耐

力
上

の
安

全
性

を
確

か
め

る
た

め
の

構
造

計
算

の
基

準
を

定
め

る
件

）

第
６３
条

（
鉄

骨
造

　
適

用
の

範
囲

）

第
６４
条

（
鉄

骨
造

　
材

料
）

第
６５
条

（
鉄

骨
造

　
圧

縮
材

の
有

効
細

長
比

）

第
６６
条

（
鉄

骨
造

　
柱

の
脚

部
）

平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１４
５６
号

（
鉄

骨
造

の
柱

の
脚

部
を

基
礎

に
緊

結
す

る
構

造
方

法
の

基
準

を
定

め
る

件
）

第
６７
条

（
鉄

骨
造

　
接

合
）

平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１４
６４
号

（
鉄

骨
造

の
継

手
又

は
仕

口
の

構
造

方
法

を
定

め
る

件
）

第
６８
条

（
鉄

骨
造

　
高

力
ボ

ル
ト

、ボ
ル

ト
及

び
リ

ベ
ッ

ト
）
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参考資料１　建築士法第２０条の２第２項に定める「構造関係規定」
建
築
基
準
法

建
築
基
準
法
施
行
令
等

（
法
令
名
称
な
し
は
建
築
基
準
法
施
行
令
を
示
す
。）

建
設
（
国
土
交
通
）
大
臣
告
示
等

（
前

に
続

く
）

第
６９
条

（
鉄

骨
造

　
斜

材
、

壁
等

の
配

置
）

昭
和
６２
年
建
設
省
告
示
第
１８
９９
号

（
木

造
若

し
く

は
鉄

骨
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
耐

力
上

安
全

で
あ

る
こ

と
を

確
か

め
る

た
め

の
構

造
計

算
の

基
準

）

第
７０
条

（
鉄

骨
造

　
柱

の
防

火
被

覆
）

平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１３
５６
号

（
鉄

骨
造

の
建

築
物

に
つ

い
て

一
の

柱
の

み
の

火
熱

に
よ

る
耐

力
の

低
下

に
よ

っ
て

建
築

物
全

体
が

容
易

に
倒

壊
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
等

を
定

め
る

件
）

第
７１
条

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

　
適

用
の

範
囲

）

第
７２
条（

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
　

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
材

料
）

第
７３
条（

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
　

鉄
筋

の
継

手
及

び
定

着
）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１４
６３
号

（
鉄

筋
の

継
手

の
構

造
方

法
を

定
め

る
件

）

第
７４
条（

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
　

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
強

度
）
昭
和
５６
年
建
設
省
告
示
第
１１
０２
号

（
設

計
基

準
強

度
と

の
関

係
に

お
い

て
安

全
上

必
要

な
コ

ン
ク

リ
ー

ト
強

度
の

基
準

等
）

第
７５
条（

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
　

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
養

生
）

第
７６
条

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

　
型

わ
く

及
び

支
柱

の
除

去
）

昭
和
４６
年
建
設
省
告
示
第
１１
０
号

（
現

場
打

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
型

わ
く

及
び

支
柱

の
と

り
は

ず
し

に
関

す
る

基
準

）

第
７７
条

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

　
柱

の
構

造
）

昭
和
５６
年
建
設
省
告
示
第
１１
０６
号

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

の
柱

の
帯

筋
比

を
算

出
す

る
方

法
）

第
７７
条
の
２（

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
　

床
版

の
構

造
）

第
７８
条

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

　
は

り
の

構
造

）

第
７８
条
の
２（

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
　

耐
力

壁
）

第
７９
条

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

　
鉄

筋
の

か
ぶ

り
厚

さ
）
平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１３
７２
号

（
建

築
基

準
法

施
行

令
第

７９
条

第
１

項
の

規
定

を
適

用
し

な
い

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
の

部
材

及
び

同
令

第
７９

条
の

３
第

１
項

の
規

定
を

適
用

し
な

い
鉄

骨
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

の
部

材
の

構
造

方
法

を
定

め
る

件
）

第
７９
条
の
２（

鉄
骨

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
　

適
用

の
範

囲
）
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建
築
士
法
第
20
条
の
２
第
２
項

に
定
め
る
「
構
造
関
係
規
定
」

参考資料１

建
築
基
準
法

建
築
基
準
法
施
行
令
等

（
法
令
名
称
な
し
は
建
築
基
準
法
施
行
令
を
示
す
。）

建
設
（
国
土
交
通
）
大
臣
告
示
等

（
前

に
続

く
）

第
７９
条
の
３（

鉄
骨

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
　

鉄
骨

の
か

ぶ
り

厚
さ

）
平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１３
７２
号

（
建

築
基

準
法

施
行

令
第

７９
条

第
１

項
の

規
定

を
適

用
し

な
い

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
の

部
材

及
び

同
令

第
７９

条
の

３
第

１
項

の
規

定
を

適
用

し
な

い
鉄

骨
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

の
部

材
の

構
造

方
法

を
定

め
る

件
）

第
７９
条
の
４（

鉄
骨

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
　

鉄
骨

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
に

対
す

る
第

５
節

及
び

第
６

節
の

規
定

の
準

用
）

第
８０
条

（
無

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

　
無

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

に
対

す
る

第
４

節
及

び
第

６
節

の
規

定
の

準
用

）

第
８０
条
の
２（

構
造

方
法

に
関

す
る

補
則

）
昭
和
５８
年
建
設
省
告
示
第
１３
２０
号

（
プ

レ
ス

ト
レ

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
の

建
築

物
又

は
建

築
物

の
構

造
部

分
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
）

平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
２０
０９
号

（
免

震
建

築
物

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

等
の

件
）

平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１０
２５
号

（
壁

式
ラ

ー
メ

ン
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

等
の

件
）

平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１０
２６
号

（
壁

式
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

件
）

平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１５
４０
号

（
枠

組
壁

工
法

又
は

木
質

プ
レ

ハ
ブ

工
法

を
用

い
た

建
築

物
又

は
建

築
物

の
構

造
部

分
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
件

）
平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１６
４１
号

（
薄

板
軽

量
形

鋼
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

等
の

件
）

平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
３２
６
号

（
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
で

あ
る

床
版

又
は

屋
根

版
に

デ
ッ

キ
プ

レ
ー

ト
版

を
用

い
る

場
合

に
お

け
る

当
該

床
版

又
は

屋
根

版
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
件

）
平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４１
０
号

（
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
合

金
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

件
）

平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４１
１
号

（
丸

太
組

構
法

を
用

い
た

建
築

物
又

は
建

築
物

の
構

造
部

分
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
件

）
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参考資料１　建築士法第２０条の２第２項に定める「構造関係規定」
建
築
基
準
法

建
築
基
準
法
施
行
令
等

（
法
令
名
称
な
し
は
建
築
基
準
法
施
行
令
を
示
す
。）

建
設
（
国
土
交
通
）
大
臣
告
示
等

（
前

に
続

く
）

（
前

に
続

く
）

平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４６
３
号

（
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
に

シ
ス

テ
ム

ト
ラ

ス
を

用
い

る
場

合
に

お
け

る
当

該
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
件

）
平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４６
４
号

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
充

填
鋼

管
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

件
）

平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４７
４
号

（
特

定
畜

舎
等

建
築

物
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
等

の
件

）
平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
６６
６
号

（
膜

構
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

等
の

件
）

平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
６６
７
号

（
テ

ン
ト

倉
庫

建
築

物
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
等

の
件

）
平
成
１５
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４６
３
号

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
組

積
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

件
）

平
成
１９
年
国
土
交
通
省
告
示
第
５９
９
号

（
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
で

あ
る

床
版

又
は

屋
根

版
に

軽
量

気
泡

コ
ン

ク
リ

ー
ト

パ
ネ

ル
を

用
い

る
場

合
に

お
け

る
当

該
床

版
又

は
屋

根
版

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

件
）

第
８０
条
の
３（

土
砂

災
害

特
別

警
戒

区
域

内
に

お
け

る
居

室
を

有
す

る
建

築
物

の
構

造
方

法
）

平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
３８
３
号

（
土

砂
災

害
特

別
警

戒
区

域
内

に
お

け
る

居
室

を
有

す
る

建
築

物
の

外
壁

等
の

構
造

方
法

並
び

に
当

該
構

造
方

法
を

用
い

る
外

壁
等

と
同

等
以

上
の

耐
力

を
有

す
る

門
又

は
塀

の
構

造
方

法
を

定
め

る
件

）

第
８１
条
第
１
項

（
構

造
計

算
　

総
則

）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１４
６１
号

（
超

高
層

建
築

物
の

構
造

耐
力

上
の

安
全

性
を

確
か

め
る

た
め

の
構

造
計

算
の

基
準

を
定

め
る

件
）

第
８１
条
第
２
項

（
構

造
計

算
　

総
則

）
昭
和
５８
年
建
設
省
告
示
第
１３
２０
号

（
プ

レ
ス

ト
レ

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
の

建
築

物
又

は
建

築
物

の
構

造
部

分
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
）

平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１０
２５
号

（
壁

式
ラ

ー
メ

ン
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

等
の

件
）
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建
築
士
法
第
20
条
の
２
第
２
項

に
定
め
る
「
構
造
関
係
規
定
」

参考資料１

建
築
基
準
法

建
築
基
準
法
施
行
令
等

（
法
令
名
称
な
し
は
建
築
基
準
法
施
行
令
を
示
す
。）

建
設
（
国
土
交
通
）
大
臣
告
示
等

（
前

に
続

く
）

（
前

に
続

く
）

平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１５
４０
号

（
枠

組
壁

工
法

又
は

木
質

プ
レ

ハ
ブ

工
法

を
用

い
た

建
築

物
又

は
建

築
物

の
構

造
部

分
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
件

）
平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
６６
６
号

（
膜

構
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

等
の

件
）

平
成
１５
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４６
３
号

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
組

積
造

の
建

築
物

又
は

建
築

物
の

構
造

部
分

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

件
）

平
成
２０
年
国
土
交
通
省
告
示
第
３７
号

（
２

以
上

の
部

分
が

エ
キ

ス
パ

ン
シ

ョ
ン

ジ
ョ

イ
ン

ト
そ

の
他

の
相

互
に

応
力

を
伝

え
な

い
構

造
方

法
の

み
で

接
し

て
い

る
建

築
物

に
係

る
保

有
水

平
耐

力
計

算
と

同
等

以
上

に
安

全
性

を
確

か
め

る
こ

と
が

で
き

る
構

造
計

算
の

基
準

を
定

め
る

件
）

平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
２０
０９
号

（
免

震
建

築
物

の
構

造
方

法
に

関
す

る
安

全
上

必
要

な
技

術
的

基
準

を
定

め
る

等
の

件
）

平
成
１７
年
国
土
交
通
省
告
示
第
６３
１
号

（
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
釣

合
い

に
基

づ
く

耐
震

計
算

等
の

構
造

計
算

を
定

め
る

件
）

平
成
１９
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１２
７４
号

（
建

築
物

の
張

り
間

方
向

又
は

け
た

行
方

向
の

規
模

又
は

構
造

に
基

づ
く

許
容

応
力

度
等

計
算

と
同

等
以

上
に

安
全

性
を

確
か

め
る

こ
と

が
で

き
る

構
造

計
算

の
基

準
を

定
め

る
件

）
平
成
２０
年
国
土
交
通
省
告
示
第
３８
号

（
２

以
上

の
部

分
が

エ
キ

ス
パ

ン
シ

ョ
ン

ジ
ョ

イ
ン

ト
そ

の
他

の
相

互
に

応
力

を
伝

え
な

い
構

造
方

法
の

み
で

接
し

て
い

る
建

築
物

に
係

る
許

容
応

力
度

等
計

算
と

同
等

以
上

に
安

全
性

を
確

か
め

る
こ

と
が

で
き

る
構

造
計

算
の

基
準

を
定

め
る

件
）

第
８１
条
第
３
項

（
構

造
計

算
　

総
則

）
昭
和
５８
年
建
設
省
告
示
第
１３
２０
号

（
プ

レ
ス

ト
レ

ス
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
の

建
築

物
又

は
建

築
物

の
構

造
部

分
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
等

の
件

）
平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
４７
４
号

（
特

定
畜

舎
等

建
築

物
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
等

の
件

）
平
成
１４
年
国
土
交
通
省
告
示
第
６６
７
号

（
テ

ン
ト

倉
庫

建
築

物
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
等

の
件

）
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参考資料１　建築士法第２０条の２第２項に定める「構造関係規定」
建
築
基
準
法

建
築
基
準
法
施
行
令
等

（
法
令
名
称
な
し
は
建
築
基
準
法
施
行
令
を
示
す
。）

建
設
（
国
土
交
通
）
大
臣
告
示
等

（
前

に
続

く
）

（
前

に
続

く
）

平
成
１９
年
国
土
交
通
省
告
示
第
８３
２
号

（
建

築
基

準
法

施
行

令
第

８２
条

各
号

及
び

同
令

第
８２

条
の

４
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
構

造
計

算
と

同
等

以
上

に
安

全
性

を
確

か
め

る
こ

と
が

で
き

る
構

造
計

算
の

基
準

を
定

め
る

件
）

第
８１
条
第
４
項

（
構

造
計

算
　

総
則

）

第
８２
条

（
保

有
水

平
耐

力
計

算
）

平
成
１９
年
国
土
交
通
省
告
示
第
５９
４
号

（
保

有
水

平
耐

力
計

算
及

び
許

容
応

力
度

等
計

算
の

方
法

を
定

め
る

件
）

平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１４
５９
号

（
建

築
物

の
使

用
上

の
支

障
が

起
こ

ら
な

い
こ

と
を

確
か

め
る

必
要

が
あ

る
場

合
及

び
そ

の
確

認
方

法
を

定
め

る
件

）

第
８２
条
の
２（

層
間

変
形

角
）

平
成
１９
年
国
土
交
通
省
告
示
第
５９
４
号

（
保

有
水

平
耐

力
計

算
及

び
許

容
応

力
度

等
計

算
の

方
法

を
定

め
る

件
）

第
８２
条
の
３（

保
有

水
平

耐
力

）
平
成
１９
年
国
土
交
通
省
告
示
第
５９
４
号

（
保

有
水

平
耐

力
計

算
及

び
許

容
応

力
度

等
計

算
の

方
法

を
定

め
る

件
）

昭
和
５５
年
建
設
省
告
示
第
１７
９２
号（

D
s及

び
Fe

sを
算

出
す

る
方

法
を

定
め

る
件

）

第
８２
条
の
４（

屋
根

ふ
き

材
等

の
構

造
計

算
）

平
成
１２
年
建
設
法
告
示
第
１４
５８
号

（
屋

根
ふ

き
材

及
び

屋
外

に
面

す
る

帳
壁

の
風

圧
に

対
す

る
構

造
耐

力
上

の
安

全
性

を
確

か
め

る
た

め
の

構
造

計
算

の
基

準
を

定
め

る
件

）

第
８２
条
の
５（

限
界

耐
力

計
算

）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１４
５７
号

（
損

傷
限

界
変

位
、

T
d、

Bd
i、

層
間

変
位

、
安

全
限

界
変

位
、

T
s、

Bs
i、

Fh
及

び
Gs

を
計

算
す

る
方

法
並

び
に

屋
根

ふ
き

材
等

及
び

外
壁

等
の

構
造

耐
力

上
の

安
全

を
確

か
め

る
た

め
の

構
造

計
算

の
基

準
を

定
め

る
件

）

第
８２
条
の
６（

許
容

応
力

度
等

計
算

）
平
成
１９
年
国
土
交
通
省
告
示
第
５９
４
号

（
保

有
水

平
耐

力
計

算
及

び
許

容
応

力
度

等
計

算
の

方
法

を
定

め
る

件
）

昭
和
５５
年
建
設
省
告
示
第
１７
９１
号

（
建

築
物

の
地

震
に

対
す

る
安

全
性

を
確

か
め

る
た

め
に

必
要

な
構

造
計

算
の

基
準

を
定

め
る

件
）

第
８３
条

（
荷

重
及

び
外

力
の

種
類

）

第
８４
条

（
固

定
荷

重
）

第
８５
条

（
積

載
荷

重
）
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建
築
士
法
第
20
条
の
２
第
２
項

に
定
め
る
「
構
造
関
係
規
定
」

参考資料１

建
築
基
準
法

建
築
基
準
法
施
行
令
等

（
法
令
名
称
な
し
は
建
築
基
準
法
施
行
令
を
示
す
。）

建
設
（
国
土
交
通
）
大
臣
告
示
等

（
前

に
続

く
）

第
８６
条

（
積

雪
荷

重
）

平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１４
５５
号

（
多

雪
区

域
を

指
定

す
る

基
準

及
び

垂
直

積
雪

量
を

定
め

る
基

準
を

定
め

る
件

）

第
８７
条

（
風

圧
力

）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１４
５４
号

（
E

の
数

値
を

算
出

す
る

方
法

並
び

に
V

0
及

び
風

力
係

数
の

数
値

を
定

め
る

件
）

第
８８
条

（
地

震
力

）
昭
和
５５
年
建
設
省
告
示
第
１７
９３
号

（
Z

の
数

値
、

Rt
及

び
A

iを
算

出
す

る
方

法
並

び
に

地
盤

が
著

し
く

軟
弱

な
区

域
と

し
て

特
定

行
政

庁
が

指
定

す
る

基
準

を
定

め
る

件
）

第
８９
条
・
第
９５
条

（
許

容
応

力
度

・
材

料
強

度
　

木
材

）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１４
５２
号

（
木

材
の

基
準

強
度

Fc
、

Ft
、

Fb
及

び
Fs

を
定

め
る

件
）

第
９０
条
・
第
９６
条

（
許

容
応

力
度

・
材

料
強

度
　

鋼
材

等
）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１４
５１
号

（
炭

素
鋼

の
ボ

ル
ト

の
せ

ん
断

に
対

す
る

許
容

応
力

度
及

び
材

料
強

度
を

定
め

る
件

）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
２４
６４
号

（
鋼

材
等

及
び

溶
接

部
の

許
容

応
力

度
並

び
に

材
料

強
度

の
基

準
強

度
を

定
め

る
件

）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
２４
６６
号

（
高

力
ボ

ル
ト

の
基

準
張

力
、

引
張

接
合

部
の

引
張

り
の

許
容

応
力

度
及

び
材

料
強

度
の

基
準

強
度

を
定

め
る

件
）

第
９２
条
・
第
９８
条

（
許

容
応

力
度

・
材

料
強

度
　

溶
接

）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
２４
６４
号

（
鋼

材
等

及
び

溶
接

部
の

許
容

応
力

度
並

び
に

材
料

強
度

の
基

準
強

度
を

定
め

る
件

）

第
９２
条
の
２（

許
容

応
力

度
　

高
力

ボ
ル

ト
接

合
）

平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
２４
６６
号

（
高

力
ボ

ル
ト

の
基

準
張

力
、

引
張

接
合

部
の

引
張

り
の

許
容

応
力

度
及

び
材

料
強

度
の

基
準

強
度

を
定

め
る

件
）

第
９１
条
・
第
９７
条

（
許

容
応

力
度

・
材

料
強

度
　

コ
ン

ク
リ

ー
ト

）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１４
５０
号

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

付
着

、
引

張
り

及
び

せ
ん

断
に

対
す

る
許

容
応

力
度

及
び

材
料

強
度

を
定

め
る

件
）

第
９３
条

（
許

容
応

力
度

　
地

盤
及

び
基

礎
ぐ

い
）

平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１１
１３
号

（
地

盤
の

許
容

応
力

度
及

び
基

礎
ぐ

い
の

許
容

支
持

力
を

求
め

る
た

め
の

地
盤

調
査

の
方

法
並

び
に

そ
の

結
果

に
基

づ
き

地
盤

の
許

容
応

力
度

及
び

基
礎

ぐ
い

の
許

容
支

持
力

を
定

め
る

方
法

等
を

定
め

る
件

）
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参考資料１　建築士法第２０条の２第２項に定める「構造関係規定」
建
築
基
準
法

建
築
基
準
法
施
行
令
等

（
法
令
名
称
な
し
は
建
築
基
準
法
施
行
令
を
示
す
。）

建
設
（
国
土
交
通
）
大
臣
告
示
等

（
前

に
続

く
）

第
９４
条
・
第
９９
条

（
許

容
応

力
度

・
材

料
強

度
　

補
則

）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
２４
６６
号

（
高

力
ボ

ル
ト

の
基

準
張

力
、

引
張

接
合

部
の

引
張

り
の

許
容

応
力

度
及

び
材

料
強

度
の

基
準

強
度

を
定

め
る

件
）

平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１０
２４
号

（
特

殊
な

許
容

応
力

度
及

び
特

殊
な

材
料

強
度

を
定

め
る

件
）

平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１１
１３
号

（
地

盤
の

許
容

応
力

度
及

び
基

礎
ぐ

い
の

許
容

支
持

力
を

求
め

る
た

め
の

地
盤

調
査

の
方

法
並

び
に

そ
の

結
果

に
基

づ
き

地
盤

の
許

容
応

力
度

及
び

基
礎

ぐ
い

の
許

容
支

持
力

を
定

め
る

方
法

等
を

定
め

る
件

）

平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１５
４０
号

（
枠

組
壁

工
法

又
は

木
質

プ
レ

ハ
ブ

工
法

を
用

い
た

建
築

物
又

は
建

築
物

の
構

造
部

分
の

構
造

方
法

に
関

す
る

安
全

上
必

要
な

技
術

的
基

準
を

定
め

る
件

）

第
１２
９
条
の
２
の
４
第
一
号

（
建

築
設

備
の

構
造

強
度

）

第
１２
９
条
の
２
の
４
第
二
号

（
建

築
設

備
の

構
造

強
度

）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１３
８８
号

（
建

築
設

備
の

構
造

耐
力

上
安

全
な

構
造

方
法

を
定

め
る

件
）

第
１２
９
条
の
２
の
４
第
三
号

（
建

築
設

備
の

構
造

強
度

）
平
成
１２
年
建
設
省
告
示
第
１３
８９
号

（
屋

上
か

ら
突

出
す

る
水

槽
、

煙
突

等
の

構
造

計
算

の
基

準
を

定
め

る
件

）

建
築
基
準
法
施
行
規
則
第
８
条
の
３（

枠
組

壁
工

法
を

用
い

た
建

築
物

等
の

構
造

方
法

）
平
成
１３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１５
４１
号

（
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
で

あ
る

壁
及

び
床

版
に

、
枠

組
壁

工
法

に
よ

り
設

け
ら

れ
る

も
の

を
用

い
る

場
合

に
お

け
る

技
術

的
基

準
に

適
合

す
る

当
該

壁
及

び
床

版
の

構
造

方
法

を
定

め
る

件
）



参考資料２

「構造関係規定」に関する

法適合確認チェックリスト（例）
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参考資料２　「構造関係規定」に関する法適合確認チェックリスト（例）

参考資料2
「構造関係規定」に関する

法適合確認チェックリスト（例）

［チェックリストについて］
・�　構造設計一級建築士以外の一級建築士が構造設計を行い、構造設計一級建築士が法適合確認を
行う際の参考として、構造関係規定・構造設計図書とこれに明示すべき事項に係るチェックリス
トを例示したものである。

［記入欄の活用方法について］
・　記入欄については、
　①　設計者（構造設計を行った構造設計一級建築士以外の一級建築士）のチェック欄（記入欄 1）
　②　法適合確認を行う構造設計一級建築士のチェック欄（記入欄 2）
　�として使用することを想定し、２つの記入欄を設けているが、個別の事案に即して欄を拡充する
など、適宜、加工して使用することが考えられる。
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「
構
造
関
係
規
定
」
に
関
す
る
法

適
合
確
認
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト（
例
）

参考資料２

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

建
築
基
準
法
施
行
令

（
昭
和
25
年
政
令
第

33
8
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。）

第
３
章
第
２
節
の
規

定
が
適
用
さ
れ
る
建

築
物

［
構
造
部
材
等
］�

各
階
平
面
図

１
　
基
礎
の
配
置
、
構
造
方
法
及
び
寸
法
並
び
に
材
料

の
種
別
及
び
寸
法

２
　
屋
根
ふ
き
材
、
内
装
材
、
外
装
材
、
帳
壁
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
建
築
物
の
部
分
及
び
広
告
塔
、
装
飾

塔
そ
の
他
建
築
物
の
屋
外
に
取
り
付
け
る
も
の
の
種

別
、
位
置
及
び
寸
法

2
面
以
上
の
立

面
図

2
面
以
上
の
断
面
図

基
礎
伏
図

構
造
詳
細
図

屋
根
ふ
き
材
、
内
装
材
、
外
装
材
、
帳
壁
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
建
築
物
の
部
分
及
び
広
告
塔
、
装
飾
塔
そ

の
他
建
築
物
の
屋
外
に
取
り
付
け
る
も
の
の
取
り
付
け

部
分
の
構
造
方
法

使
用
構
造
材
料
　
　

一
覧
表

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
う
ち
特
に
腐
食
、
腐
朽
又

は
摩
損
の
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
用
い
る
材
料
の
腐

食
、
腐
朽
若
し
く
は
摩
損
の
お
そ
れ
の
程
度
又
は
さ
び

止
め
、
防
腐
若
し
く
は
摩
損
防
止
の
措
置

基
礎
・
地
盤
説
明
書
支
持
地
盤
の
種
別
及
び
位
置

基
礎
の
種
類

基
礎
の
底
部
又
は
基
礎
ぐ
い
の
先
端
の
位
置

基
礎
の
底
部
に
作
用
す
る
荷
重
の
数
値
及
び
そ
の
算
出

方
法

木
ぐ
い
及
び
常
水
面
の
位
置

施
工
方
法
等
計
画
書
打
撃
、
圧
力
又
は
振
動
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
基
礎
ぐ
い

の
打
撃
力
等
に
対
す
る
構
造
耐
力
上
の
安
全
性
を
確
保

す
る
た
め
の
措
置

令
第
38
条
第
３
項

若
し
く
は
第
４
項
又

は
令
第
39
条
第
２

項
の
規
定
に
適
合
す

る
こ
と
の
確
認
に
必

要
な
図
書

令
第
38
条
第
３
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合

性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
38
条
第
４
項
の
構
造
計
算
の
結
果
及
び
そ
の
算

出
方
法

令
第
39
条
第
２
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合

性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
３
章
第
３
節
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る

建
築
物

［
木
造
］

各
階
平
面
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の
位
置
及
び
寸

法
並
び
に
開
口
部
の
位
置
、
形
状
及
び
寸
法

2
面
以
上
の
立
面
図

2
面
以
上
の
断
面
図

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）

基
礎
伏
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部
を
含

む
。）
の
位
置
、
寸
法
、
構
造
方
法
及
び
材
料
の
種
別

並
び
に
開
口
部
の
位
置
、
形
状
及
び
寸
法

各
階
床
伏
図

小
屋
伏
図

2
面
以
上
の
軸
組
図

構
造
詳
細
図

屋
根
ふ
き
材
の
種
別

柱
の
有
効
細
長
比

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
軸
組
等
の
構
造
方
法

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
継
手
又
は
仕
口
の
構

造
方
法

外
壁
の
う
ち
、
軸
組
が
腐
り
や
す
い
構
造
で
あ
る
部
分

の
下
地

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の
地
面
か
ら
１

メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
の
防
腐
又
は
防
蟻
措
置

使
用
構
造
材
料
　

一
覧
表

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
木
材
の
品
質

令
第
40
条
た
だ
し

書
、
令
第
42
条
た

だ
し
書
、
令
第
43

条
第
１
項
た
だ
し

書
、
同
条
第
２
項
た

だ
し
書
、
令
第
46

条
第
２
項
第
一
号

イ
、
同
条
第
２
項
第

一
号
ハ
、
同
条
第
３

項
た
だ
し
書
、
同
条

第
４
項
、
令
第
47

条
第
１
項
、
令
第

48
条
第
１
項
第
二

号
た
だ
し
書
又
は
同

条
第
２
項
第
二
号
の

規
定
に
適
合
す
る
こ

と
の
確
認
に
必
要
な

図
書

令
第
40
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
用
途
又
は
規
模
へ

の
適
合
性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
42
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性

審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
43
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
構
造
計
算
の
結
果
及

び
そ
の
算
出
方
法

令
第
43
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
構
造
計
算
の
結
果
及

び
そ
の
算
出
方
法

令
第
46
条
第
２
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
基
準
へ
の

適
合
性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
46
条
第
２
項
第
一
号
ハ
の
構
造
計
算
の
結
果
及

び
そ
の
算
出
方
法

令
第
46
条
第
３
項
た
だ
し
書
の
構
造
計
算
の
結
果
及

び
そ
の
算
出
方
法

令
第
46
条
第
４
項
に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性
審

査
に
必
要
な
事
項

令
第
47
条
第
１
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合

性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
48
条
第
１
項
第
二
号
た
だ
し
書
の
構
造
計
算
の

結
果
及
び
そ
の
算
出
方
法

「
構
造
関
係
規
定
」
に
関
す
る
法
適
合
確
認
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
（
例
）

Ⅰ
．
建
築
基
準
法
第
２
０
条
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参考資料２　「構造関係規定」に関する法適合確認チェックリスト（例）
構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）

（
前
に
続
く
）

令
第
48
条
第
２
項
第
二
号
に
規
定
す
る
規
格
へ
の
適

合
性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
３
章
第
４
節
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る

建
築
物

［
組
積
造
］

配
置
図

組
積
造
の
塀
の
位
置

各
階
平
面
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
、
間
仕
切
壁
及

び
手
す
り
又
は
手
す
り
壁
の
位
置
及
び
寸
法
並
び
に
開

口
部
の
位
置
、
形
状
及
び
寸
法

2
面
以
上
の
立
面
図

2
面
以
上
の
断
面
図

基
礎
伏
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部
を
含

む
。）
、
間
仕
切
壁
及
び
手
す
り
又
は
手
す
り
壁
の
位
置
、

寸
法
、
構
造
方
法
及
び
材
料
の
種
別
並
び
に
開
口
部
の

位
置
、
形
状
及
び
寸
法

各
階
床
伏
図

小
屋
伏
図

2
面
以
上
の
軸
組
図
��

構
造
詳
細
図

塀
の
寸
法
、
構
造
方
法
、
基
礎
の
根
入
れ
深
さ
並
び
に

材
料
の
種
別
及
び
寸
法

使
用
構
造
材
料
　

一
覧
表

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
材
料
の
種
別

施
工
方
法
等
計
画
書
使
用
す
る
モ
ル
タ
ル
の
調
合
等
の
組
積
材
の
施
工
方
法

の
計
画

令
第
51
条
第
１
項

た
だ
し
書
、
令
第

55
条
第
２
項
、
令

第
57
条
第
１
項
第

一
号
及
び
第
二
号
又

は
令
第
59
条
の
２

の
規
定
に
適
合
す
る

こ
と
の
確
認
に
必
要

な
図
書

令
第
51
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
構
造
計
算
の
結
果
及

び
そ
の
算
出
方
法

令
第
55
条
第
２
項
に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性
審

査
に
必
要
な
事
項

令
第
57
条
第
１
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る

基
準
へ
の
適
合
性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
59
条
の
２
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性

審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
３
章
第
４
節
の

２
の
規
定
が
適
用
さ

れ
る
建
築
物

［
補
強
コ
ン
リ
ー
ト

ブ
ロ
ッ
ク
造
］

配
置
図

補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
の
塀
の
位
置

各
階
平
面
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
、
間
仕
切
壁
及

び
手
す
り
又
は
手
す
り
壁
の
位
置
及
び
寸
法
並
び
に
開

口
部
の
位
置
、
形
状
及
び
寸
法

2
面
以
上
の
立
面
図

2
面
以
上
の
断
面
図

基
礎
伏
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部
を
含

む
。）
の
位
置
、
寸
法
、
構
造
方
法
及
び
材
料
の
種
別

並
び
に
開
口
部
の
位
置
、
形
状
及
び
寸
法

各
階
床
伏
図

小
屋
伏
図

2
面
以
上
の
軸
組
図

構
造
詳
細
図

塀
の
寸
法
、
構
造
方
法
、
基
礎
の
丈
及
び
根
入
れ
深
さ

並
び
に
材
料
の
種
別
及
び
寸
法

帳
壁
の
材
料
の
種
別
及
び
構
造
方
法

鉄
筋
の
配
置
、
径
、
継
手
及
び
定
着
の
方
法

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）

使
用
構
造
材
料
　

一
覧
表

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
材
料
の
種
別

施
工
方
法
等
計
画
書
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
の
組
積
方
法

補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
の
耐
力
壁
、
門
又
は
塀

の
縦
筋
の
接
合
方
法

令
第
62
条
の
４
第

１
項
か
ら
第
３
項
ま

で
、
令
第
62
条
の

５
第
２
項
又
は
令
第

62
条
の
８
た
だ
し

書
の
規
定
に
適
合
す

る
こ
と
の
確
認
に
必

要
な
図
書

令
第
62
条
の
４
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
に
規
定
す

る
基
準
へ
の
適
合
性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
62
条
の
５
第
２
項
に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合

性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
62
条
の
８
た
だ
し
書
の
構
造
計
算
の
結
果
及
び

そ
の
算
出
方
法

令
第
３
章
第
５
節
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る

建
築
物
　
　
　

［
鉄
骨
造
］

各
階
平
面
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の
位
置
及
び
寸

法
並
び
に
開
口
部
の
位
置
、
形
状
及
び
寸
法

2
面
以
上
の
立
面
図

2
面
以
上
の
断
面
図

基
礎
伏
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部
を
含

む
。）
の
位
置
、
寸
法
、
構
造
方
法
及
び
材
料
の
種
別

並
び
に
開
口
部
の
位
置
、
形
状
及
び
寸
法

各
階
床
伏
図

小
屋
伏
図

2
面
以
上
の
軸
組
図

構
造
詳
細
図

圧
縮
材
の
有
効
細
長
比

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
接
合
部
並
び
に
継
手

及
び
仕
口
の
構
造
方
法

使
用
構
造
材
料
　

一
覧
表

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
材
料
の
種
別

令
第
66
条
、
令
第

67
条
第
２
項
、
令

第
69
条
又
は
令
第

70
条
の
規
定
に
適

合
す
る
こ
と
の
確
認

に
必
要
な
図
書

令
第
66
条
に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性
審
査
に
必

要
な
事
項

令
第
67
条
第
２
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合

性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
69
条
の
構
造
計
算
の
結
果
及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
70
条
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審
査

に
必
要
な
事
項

令
第
70
条
に
規
定
す
る
1
の
柱
の
み
の
火
熱
に
よ
る

耐
力
の
低
下
に
よ
っ
て
建
築
物
全
体
が
容
易
に
倒
壊
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
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「
構
造
関
係
規
定
」
に
関
す
る
法

適
合
確
認
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト（
例
）

参考資料２

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

令
第
３
章
第
６
節
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る

建
築
物

［
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
］

各
階
平
面
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の
位
置
及
び
寸

法
並
び
に
開
口
部
の
位
置
、
形
状
及
び
寸
法

2
面
以
上
の
立
面
図

2
面
以
上
の
断
面
図

基
礎
伏
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部
を
含

む
。）
の
位
置
、
寸
法
、
構
造
方
法
及
び
材
料
の
種
別

並
び
に
開
口
部
の
位
置
、
形
状
及
び
寸
法

各
階
床
伏
図

小
屋
伏
図

2
面
以
上
の
軸
組
図

構
造
詳
細
図

鉄
筋
の
配
置
、
径
、
継
手
及
び
定
着
の
方
法

鉄
筋
に
対
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
か
ぶ
り
厚
さ

使
用
構
造
材
料
　

一
覧
表

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
材
料
の
種
別

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
骨
材
、
水
及
び
混
和
材
料
の
種
別

施
工
方
法
等
計
画
書
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
試
験
方
法
、
調
合
及
び
養
生
方

法 コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
型
枠
の
取
外
し
時
期
及
び
方
法

令
第
73
条
第
２
項

た
だ
し
書
、
令
第

77
条
第
四
号
、
令

第
77
条
の
２
第
１

項
た
だ
し
書
又
は
令

第
79
条
第
２
項
の

規
定
に
適
合
す
る
こ

と
の
確
認
に
必
要
な

図
書

令
第
73
条
第
２
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合

性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
77
条
第
四
号
に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性
審

査
に
必
要
な
事
項

令
第
77
条
の
２
第
１
項
た
だ
し
書
の
構
造
計
算
の
結

果
及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
79
条
第
２
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合

性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
３
章
第
６
節
の

２
の
規
定
が
適
用
さ

れ
る
建
築
物

［
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
］

各
階
平
面
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の
位
置
及
び
寸

法
並
び
に
開
口
部
の
位
置
、
形
状
及
び
寸
法

2
面
以
上
の
立
面
図

2
面
以
上
の
断
面
図

基
礎
伏
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部
を
含

む
。）
の
位
置
、
寸
法
、
構
造
方
法
及
び
材
料
の
種
別

並
び
に
開
口
部
の
位
置
、
形
状
及
び
寸
法

各
階
床
伏
図

小
屋
伏
図

2
面
以
上
の
軸
組
図

構
造
詳
細
図

圧
縮
材
の
有
効
細
長
比

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
接
合
部
並
び
に
継
手

及
び
仕
口
の
構
造
方
法

鉄
筋
の
配
置
、
径
、
継
手
及
び
定
着
の
方
法

鉄
筋
及
び
鉄
骨
に
対
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
か
ぶ
り
厚

さ

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）

使
用
構
造
材
料
　

一
覧
表

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
用
い
る
材
料
の
種
別

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
骨
材
、
水
及
び
混
和
材
料
の
種
別

施
工
方
法
等
計
画
書
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
試
験
方
法
、
調
合
及
び
養
生
方

法 コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
型
枠
の
取
外
し
時
期
及
び
方
法

令
第
66
条
、
令
第

67
条
第
２
項
、
令

第
69
条
、
令
第
73

条
第
２
項
た
だ
し

書
、
令
第
77
条
第

六
号
、
令
第
77
条

の
２
第
１
項
た
だ
し

書
、
令
第
79
条
第

２
項
又
は
令
第
79

条
の
３
第
２
項
の
規

定
に
適
合
す
る
こ
と

の
確
認
に
必
要
な
図

書

令
第
66
条
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審
査

に
必
要
な
事
項

令
第
67
条
第
２
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合

性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
69
条
の
構
造
計
算
の
結
果
及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
73
条
第
２
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
構
造
方
法

へ
の
適
合
性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
77
条
第
六
号
に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性
審

査
に
必
要
な
事
項

令
第
77
条
の
２
第
１
項
た
だ
し
書
の
構
造
計
算
の
結

果
及
び
そ
の
算
出
方
法

令
第
79
条
第
２
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合

性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
79
条
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の

適
合
性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
３
章
第
７
節
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る

建
築
物

［
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
］　

配
置
図

無
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
塀
の
位
置
、
構
造
方
法
及
び

寸
法

各
階
平
面
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
、
間
仕
切
壁
及

び
手
す
り
又
は
手
す
り
壁
の
位
置
及
び
寸
法
並
び
に
開

口
部
の
位
置
、
形
状
及
び
寸
法

2
面
以
上
の
立
面
図

2
面
以
上
の
断
面
図

基
礎
伏
図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部
を
含

む
。）
、
間
仕
切
壁
及
び
手
す
り
又
は
手
す
り
壁
の
位
置
、

寸
法
、
構
造
方
法
及
び
材
料
の
種
別
並
び
に
開
口
部
の

位
置
、
形
状
及
び
寸
法

各
階
床
伏
図

小
屋
伏
図

2
面
以
上
の
軸
組
図

構
造
詳
細
図

塀
の
寸
法
、
構
造
方
法
、
基
礎
の
根
入
れ
深
さ
並
び
に

材
料
の
種
別
及
び
寸
法

使
用
構
造
材
料
　

一
覧
表

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
骨
材
、
水
及
び
混
和
材
料
の
種
別

施
工
方
法
等
計
画
書
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
試
験
方
法
、
調
合
及
び
養
生
方

法 コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
型
枠
の
取
外
し
時
期
及
び
方
法
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参考資料２　「構造関係規定」に関する法適合確認チェックリスト（例）
構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）

令
第
51
条
第
１
項

た
だ
し
書
、
令
第

55
条
第
２
項
、
令

第
57
条
第
１
項
第

一
号
及
び
第
二
号
又

は
令
第
59
条
の
２

の
規
定
に
適
合
す
る

こ
と
の
確
認
に
必
要

な
図
書

令
第
51
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
構
造
計
算
の
結
果
及

び
そ
の
算
出
方
法

令
第
55
条
第
２
項
に
規
定
す
る
基
準
へ
の
適
合
性
審

査
に
必
要
な
事
項

令
第
57
条
第
１
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る

基
準
へ
の
適
合
性
審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
59
条
の
２
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性

審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
３
章
第
７
節
の

２
の
規
定
が
適
用
さ

れ
る
建
築
物

［
構
造
方
法
に
関
す

る
補
則
］

令
第
80
条
の
２
又

は
令
第
80
条
の
３

の
規
定
に
適
合
す
る

こ
と
の
確
認
に
必
要

な
図
書

令
第
80
条
の
２
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性

審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
80
条
の
３
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性

審
査
に
必
要
な
事
項

令
第
３
章
第
８
節
の

規
定
が
適
用
さ
れ
る

建
築
物

［
構
造
計
算
］

各
階
平
面
図
、
2
面

以
上
の
立
面
図
、
2

面
以
上
の
断
面
図
、

基
礎
伏
図
、
小
屋
伏

図
、
2
面
以
上
の
軸

組
図
及
び
構
造
詳
細

図

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部
を
含

む
。）
の
位
置
、
寸
法
、
構
造
方
法
及
び
材
料
の
種
別

並
び
に
開
口
部
の
位
置
、
形
状
及
び
寸
法

構
造
計
算
に
お
い
て
そ
の
影
響
を
考
慮
し
た
非
構
造
部

材
の
位
置
、
形
状
、
寸
法
及
び
材
料
の
種
別

建
築
基
準
法
施
行
規

則
第
８
条
の
３
の
規

定
が
適
用
さ
れ
る
建

築
物

［
枠
組
壁
工
法
を
用

い
た
建
築
物
等
の
構

造
方
法
］

第
８
条
の
３
の
規
定

に
適
合
す
る
こ
と
の

確
認
に
必
要
な
図
書

第
８
条
の
３
に
規
定
す
る
構
造
方
法
へ
の
適
合
性
審
査

に
必
要
な
事
項
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「
構
造
関
係
規
定
」
に
関
す
る
法

適
合
確
認
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト（
例
）

参考資料２

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

令
第
81
条

第
２
項
第

一
号
イ
に

規
定
す
る

保
有
水
平

耐
力
計
算

に
よ
り
安

全
性
を
確

か
め
た
建

築
物

共
通
事
項

［
構
造
計
算

概
要
書
等
］

国
土
交
通
大
臣
が

定
め
る
様
式
に
よ

る
構
造
計
算
概
要

書

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
構
造
計
算

概
要
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

構
造
計
算
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
構
造
計
算
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
申
請
に
係
る
建
築
物
が
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
よ
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め

る
こ
と
の
で
き
る
建
築
物
の
構
造
の
種
別
、
規
模

そ
の
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
使
用
条
件
に
適
合
す
る

か
ど
う
か
を
照
合
す
る
た
め
の
事
項

使
用
構
造
材
料
　

一
覧
表

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
に
使
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
材
料
の
種
別

（
規
格
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
格
）
及

び
使
用
部
位

使
用
す
る
材
料
の
許
容
応
力
度
、
許
容
耐
力
及
び

材
料
強
度
の
数
値
及
び
そ
れ
ら
の
算
出
方
法

使
用
す
る
指
定
建
築
材
料
が
法
第
37
条
の
規
定
に

基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
使
用
位
置
、
形
状

及
び
寸
法
、
当
該
構
造
計
算
に
お
い
て
用
い
た
許

容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
並
び
に
認
定
番

号

特
別
な
調
査
又
は

研
究
の
結
果
等
説

明
書

法
第
68
条
の
26
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大

臣
の
認
定
を
受
け
た
構
造
方
法
等
そ
の
他
特
殊
な

構
造
方
法
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
認
定
番
号
、
使
用
条
件
及
び
内
容

特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
構
造
計

算
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
検

討
内
容

構
造
計
算
の
仮
定
及
び
計
算
結
果
の
適
切
性
に
関

す
る
検
討
内
容

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）
令
第
82
条

各
号
関
係

［
保
有
水
平

耐
力
計
算
］

基
礎
・
地
盤
説
明

書
（
国
土
交
通
大

臣
が
あ
ら
か
じ
め

適
切
で
あ
る
と
認

定
し
た
算
出
方
法

に
よ
り
基
礎
ぐ
い

の
許
容
支
持
力
を

算
出
す
る
場
合
で

当
該
認
定
に
係
る

認
定
書
の
写
し
を

添
え
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
算

出
方
法
に
係
る
図

書
の
う
ち
国
土
交

通
大
臣
の
指
定
し

た
も
の
を
除
く
。）

地
盤
調
査
方
法
及
び
そ
の
結
果

地
層
構
成
、
支
持
地
盤
及
び
建
築
物
（
地
下
部
分

を
含
む
。）
の
位
置

地
下
水
位
（
地
階
を
有
し
な
い
建
築
物
に
直
接
基

礎
を
用
い
た
場
合
を
除
く
。）

基
礎
の
工
法
（
地
盤
改
良
を
含
む
。）
の
種
別
、
位

置
、
形
状
、
寸
法
及
び
材
料
の
種
別

構
造
計
算
に
お
い
て
用
い
た
支
持
層
の
位
置
、
層

の
構
成
及
び
地
盤
調
査
の
結
果
に
よ
り
設
定
し
た

地
盤
の
特
性
値

地
盤
の
許
容
応
力
度
並
び
に
基
礎
及
び
基
礎
ぐ
い

の
許
容
支
持
力
の
数
値
及
び
そ
れ
ら
の
算
出
方
法

略
伏
図

各
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の

種
別
、
配
置
及
び
寸
法
並
び
に
開
口
部
の
位
置

略
軸
組
図

す
べ
て
の
通
り
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

る
部
材
の
種
別
、
配
置
及
び
寸
法
並
び
に
開
口
部

の
位
置

部
材
断
面
表

各
階
及
び
す
べ
て
の
通
り
の
構
造
耐
力
上
主
要
な

部
分
で
あ
る
部
材
の
断
面
の
形
状
、
寸
法
及
び
仕

様

荷
重
・
外
力
計
算

書
固
定
荷
重
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

各
階
又
は
各
部
分
の
用
途
ご
と
に
積
載
荷
重
の
数

値
及
び
そ
の
算
出
方
法

各
階
又
は
各
部
分
の
用
途
ご
と
に
大
規
模
な
設
備
、

塔
屋
そ
の
他
の
特
殊
な
荷
重（
以
下「
特
殊
な
荷
重
」

と
い
う
。）
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

積
雪
荷
重
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

風
圧
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

地
震
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

土
圧
、
水
圧
そ
の
他
考
慮
す
べ
き
荷
重
及
び
外
力

の
数
値
及
び
そ
れ
ら
の
算
出
方
法

略
伏
図
上
に
記
載
し
た
特
殊
な
荷
重
の
分
布

Ⅱ
．
建
築
基
準
法
第
２
０
条
　
令
第
８
１
条
、
８
２
条
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参考資料２　「構造関係規定」に関する法適合確認チェックリスト（例）
構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）（
前
に
続
く
）
応
力
計
算
書
（
国

土
交
通
大
臣
が
定

め
る
様
式
に
よ
る

応
力
図
及
び
基
礎

反
力
図
を
含
む
。）

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
に
生
ず
る

力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

応
力
計
算
書
（
国

土
交
通
大
臣
が
定

め
る
様
式
に
よ
る

応
力
図
及
び
基
礎

反
力
図
を
含
む
。）

地
震
時
（
風
圧
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
が
地
震
力

に
よ
っ
て
生
ず
る
力
を
上
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

暴
風
時
）
に
お
け
る
柱
が
負
担
す
る
せ
ん
断
力
及

び
そ
の
分
担
率
並
び
に
耐
力
壁
又
は
筋
か
い
が
負

担
す
る
せ
ん
断
力
及
び
そ
の
分
担
率

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
応
力
図（
以

下
こ
の
表
に
お
い
て
単
に
「
応
力
図
」
と
い
う
。）

及
び
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
基
礎

反
力
図
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
単
に
「
基
礎
反

力
図
」
と
い
う
。）
に
記
載
す
べ
き
事
項

断
面
計
算
書
（
国

土
交
通
大
臣
が
定

め
る
様
式
に
よ
る

断
面
検
定
比
図
を

含
む
。）

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
位
置
、
部
材
に
付
す
記
号
、
部
材
断

面
の
仕
様
、
部
材
に
生
じ
る
荷
重
の
種
別
及
び
当

該
荷
重
が
作
用
す
る
方
向

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
軸
方
向
、
曲
げ
及
び
せ
ん
断
の
応
力

度 構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
軸
方
向
、
曲
げ
及
び
せ
ん
断
の
許
容

応
力
度

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
応
力
度
と
許
容
応
力
度
の
比
率

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
断
面
検
定

比
図
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
単
に
「
断
面
検
定

比
図
」
と
い
う
。）
に
記
載
す
べ
き
事
項

基
礎
ぐ
い
等
計
算

書
基
礎
ぐ
い
、
床
版
、
小
ば
り
そ
の
他
の
構
造
耐
力

上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
に
関
す
る
構
造
計
算

の
計
算
書

使
用
上
の
支
障
に

関
す
る
計
算
書

令
第
82
条
第
四
号
に
規
定
す
る
構
造
計
算
の
計
算

書

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）
令
第
82
条

の
２
関
係

［
層
間
変
形

角
］

層
間
変
形
角
計
算

書
層
間
変
位
の
計
算
に
用
い
る
地
震
力

地
震
力
に
よ
っ
て
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
層

間
変
位
の
算
出
方
法

各
階
及
び
各
方
向
の
層
間
変
形
角
の
算
出
方
法

層
間
変
形
角
計
算

結
果
　

一
覧
表

各
階
及
び
各
方
向
の
層
間
変
形
角

損
傷
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の

検
証
内
容
（
層
間
変
形
角
が
20
0
分
の
１
を
超
え

12
0
分
の
１
以
内
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）

令
第
82
条

の
３
関
係

［
保
有
水
平

耐
力
］

保
有
水
平
耐
力
計

算
書

保
有
水
平
耐
力
計
算
に
用
い
る
地
震
力

各
階
及
び
各
方
向
の
保
有
水
平
耐
力
の
算
出
方
法

令
第
82
条
の
３
第
二
号
に
規
定
す
る
各
階
の
構
造

特
性
を
表
す
D
s（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
D
s」

と
い
う
。）
の
算
出
方
法

令
第
82
条
の
３
第
二
号
に
規
定
す
る
各
階
の
形
状

特
性
を
表
す
Fe
s（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
Fe
s」

と
い
う
。）
の
算
出
方
法

各
階
及
び
各
方
向
の
必
要
保
有
水
平
耐
力
の
算
出

方
法

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
、
は
り
若
し

く
は
壁
又
は
こ
れ
ら
の
接
合
部
に
つ
い
て
、
局
部

座
屈
、
せ
ん
断
破
壊
等
に
よ
る
構
造
耐
力
上
支
障

の
あ
る
急
激
な
耐
力
の
低
下
が
生
ず
る
お
そ
れ
の

な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
検
証
内
容

保
有
水
平
耐
力
計

算
結
果
　

一
覧
表

各
階
の
保
有
水
平
耐
力
を
増
分
解
析
に
よ
り
計
算

す
る
場
合
に
お
け
る
外
力
分
布

架
構
の
崩
壊
形

保
有
水
平
耐
力
、
D
s、
Fe
s及
び
必
要
保
有
水
平

耐
力
の
数
値

各
階
及
び
各
方
向
の
D
sの
算
定
時
に
お
け
る
構

造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
に
生
ず
る
力

の
分
布
及
び
塑
性
ヒ
ン
ジ
の
発
生
状
況

各
階
及
び
各
方
向
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で

あ
る
部
材
の
部
材
群
と
し
て
の
部
材
種
別

各
階
及
び
各
方
向
の
保
有
水
平
耐
力
時
に
お
け
る

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
に
生
ず
る

力
の
分
布
及
び
塑
性
ヒ
ン
ジ
の
発
生
状
況
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「
構
造
関
係
規
定
」
に
関
す
る
法

適
合
確
認
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト（
例
）

参考資料２

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）（
前
に
続
く
）（
前
に
続
く
）

各
階
の
保
有
水
平
耐
力
を
増
分
解
析
に
よ
り
計
算

す
る
場
合
に
お
い
て
、
建
築
物
の
各
方
向
に
お
け

る
せ
ん
断
力
と
層
間
変
形
角
の
関
係

令
第
82
条

の
４
関
係

［
屋
根
ふ
き

材
等
の
構

造
計
算
］

使
用
構
造
材
料
　

一
覧
表

屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁

に
使
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
材
料
の
種
別
（
規
格
が

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
格
）
及
び
使
用

部
位

使
用
す
る
材
料
の
許
容
応
力
度
、
許
容
耐
力
及
び

材
料
強
度
の
数
値
及
び
そ
れ
ら
の
算
出
方
法

使
用
す
る
指
定
建
築
材
料
が
法
第
37
条
の
規
定
に

基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
使
用
位
置
、
形
状

及
び
寸
法
、
当
該
構
造
計
算
に
お
い
て
用
い
た
許

容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
並
び
に
認
定
番

号

荷
重
・
外
力
計
算

書
風
圧
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

応
力
計
算
書

屋
根
ふ
き
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
に
生
ず
る

力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

屋
根
ふ
き
材
等
計

算
書

令
第
82
条
の
４
に
規
定
す
る
構
造
計
算
の
計
算
書

令
第
81
条
第
２
項
第
一
号

ロ
に
規
定
す
る
限
界
耐
力

計
算
に
よ
り
安
全
性
を
確

か
め
た
建
築
物

国
土
交
通
大
臣
が

定
め
る
様
式
に
よ

る
構
造
計
算
概
要

書

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
構
造
計
算

概
要
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

構
造
計
算
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
構
造
計
算
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
申
請
に
係
る
建
築
物
が
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
よ
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め

る
こ
と
の
で
き
る
建
築
物
の
構
造
の
種
別
、
規
模

そ
の
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
使
用
条
件
に
適
合
す
る

か
ど
う
か
を
照
合
す
る
た
め
の
事
項

使
用
構
造
材
料
　

一
覧
表

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
に
使
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
材
料
の
種
別

（
規
格
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
格
）
及

び
使
用
部
位

使
用
す
る
材
料
の
許
容
応
力
度
、
許
容
耐
力
及
び

材
料
強
度
の
数
値
及
び
そ
れ
ら
の
算
出
方
法

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）

（
前
に
続
く
）

使
用
す
る
指
定
建
築
材
料
が
法
第
37
条
の
規
定
に

基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
使
用
位
置
、
形
状

及
び
寸
法
、
当
該
構
造
計
算
に
お
い
て
用
い
た
許

容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
並
び
に
認
定
番

号

特
別
な
調
査
又
は

研
究
の
結
果
等
説

明
書

法
第
68
条
の
26
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大

臣
の
認
定
を
受
け
た
構
造
方
法
等
そ
の
他
特
殊
な

構
造
方
法
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
認
定
番
号
、
使
用
条
件
及
び
内
容

特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
構
造
計

算
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
検

討
内
容

構
造
計
算
の
仮
定
及
び
計
算
結
果
の
適
切
性
に
関

す
る
検
討
内
容

基
礎
・
地
盤
説
明

書
（
国
土
交
通
大

臣
が
あ
ら
か
じ
め

適
切
で
あ
る
と
認

定
し
た
算
出
方
法

に
よ
り
基
礎
ぐ
い

の
許
容
支
持
力
を

算
出
す
る
場
合
で

当
該
認
定
に
係
る

認
定
書
の
写
し
を

添
え
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
算

出
方
法
に
係
る
図

書
の
う
ち
国
土
交

通
大
臣
の
指
定
し

た
も
の
を
除
く
。）

地
盤
調
査
方
法
及
び
そ
の
結
果

地
層
構
成
、
支
持
地
盤
及
び
建
築
物
（
地
下
部
分

を
含
む
。）
の
位
置

地
下
水
位
（
地
階
を
有
し
な
い
建
築
物
に
直
接
基

礎
を
用
い
た
場
合
を
除
く
。）

基
礎
の
工
法
（
地
盤
改
良
を
含
む
。）
の
種
別
、
位

置
、
形
状
、
寸
法
及
び
材
料
の
種
別

構
造
計
算
に
お
い
て
用
い
た
支
持
層
の
位
置
、
層

の
構
成
及
び
地
盤
調
査
の
結
果
に
よ
り
設
定
し
た

地
盤
の
特
性
値

地
盤
の
許
容
応
力
度
並
び
に
基
礎
及
び
基
礎
ぐ
い

の
許
容
支
持
力
の
数
値
及
び
そ
れ
ら
の
算
出
方
法

略
伏
図

各
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の

種
別
、
配
置
及
び
寸
法
並
び
に
開
口
部
の
位
置

略
軸
組
図

す
べ
て
の
通
り
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

る
部
材
の
種
別
、
配
置
及
び
寸
法
並
び
に
開
口
部

の
位
置

部
材
断
面
表

各
階
及
び
す
べ
て
の
通
り
の
構
造
耐
力
上
主
要
な

部
分
で
あ
る
部
材
の
断
面
の
形
状
、
寸
法
及
び
仕

様
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参考資料２　「構造関係規定」に関する法適合確認チェックリスト（例）
構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）

荷
重
・
外
力
計
算

書
固
定
荷
重
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

各
階
又
は
各
部
分
の
用
途
ご
と
に
積
載
荷
重
の
数

値
及
び
そ
の
算
出
方
法

各
階
又
は
各
部
分
の
用
途
ご
と
に
特
殊
な
荷
重
の

数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

積
雪
荷
重
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

風
圧
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

地
震
力（
令
第
82
条
の
５
第
三
号
ハ
に
係
る
部
分
）

の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

地
震
力（
令
第
82
条
の
５
第
五
号
ハ
に
係
る
部
分
）

の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

土
圧
、
水
圧
そ
の
他
考
慮
す
べ
き
荷
重
及
び
外
力

の
数
値
及
び
そ
れ
ら
の
算
出
方
法

略
伏
図
上
に
そ
れ
ぞ
れ
記
載
し
た
特
殊
な
荷
重
の

分
布

応
力
計
算
書
（
国

土
交
通
大
臣
が
定

め
る
様
式
に
よ
る

応
力
図
及
び
基
礎

反
力
図
を
含
む
。）

（
地
下
部
分
の
計

算
を
含
む
。）

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
に
生
ず
る

力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

地
震
時
（
風
圧
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
が
地
震
力

に
よ
っ
て
生
ず
る
力
を
上
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

暴
風
時
）
に
お
け
る
柱
が
負
担
す
る
せ
ん
断
力
及

び
そ
の
分
担
率
並
び
に
耐
力
壁
又
は
筋
か
い
が
負

担
す
る
せ
ん
断
力
及
び
そ
の
分
担
率

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
応
力
図
及

び
基
礎
反
力
図
に
記
載
す
べ
き
事
項

断
面
計
算
書
（
国

土
交
通
大
臣
が
定

め
る
様
式
に
よ
る

断
面
検
定
比
図
を

含
む
。）
（
地
下
部

分
の
計
算
を
含

む
。）

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
位
置
、
部
材
に
付
す
記
号
、
部
材
断

面
の
仕
様
、
部
材
に
生
じ
る
荷
重
の
種
別
及
び
当

該
荷
重
が
作
用
す
る
方
向

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
軸
方
向
、
曲
げ
及
び
せ
ん
断
の
応
力

度 構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
軸
方
向
、
曲
げ
及
び
せ
ん
断
の
許
容

応
力
度

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
応
力
度
と
許
容
応
力
度
の
比
率

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
断
面
検
定

比
図
に
記
載
す
べ
き
事
項

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）

積
雪
・
暴
風
時
耐

力
計
算
書

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
に
生
ず
る
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方

法 構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
耐
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

積
雪
・
暴
風
時
耐

力
計
算
結
果
　

一
覧
表

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
に
生
ず
る
力
及
び
耐
力
並
び
に
そ
の
比

率

損
傷
限
界
に
関
す

る
計
算
書

各
階
及
び
各
方
向
の
損
傷
限
界
変
位
の
数
値
及
び

そ
の
算
出
方
法

建
築
物
の
損
傷
限
界
固
有
周
期
の
数
値
及
び
そ
の

算
出
方
法

建
築
物
の
損
傷
限
界
固
有
周
期
に
応
じ
て
求
め
た

地
震
時
に
作
用
す
る
地
震
力
の
数
値
及
び
そ
の
算

出
方
法

表
層
地
盤
に
よ
る
加
速
度
の
増
幅
率
Gs
の
数
値
及

び
そ
の
算
出
方
法

各
階
及
び
各
方
向
の
損
傷
限
界
耐
力
の
数
値
及
び

そ
の
算
出
方
法

損
傷
限
界
に
関
す

る
計
算
結
果
　

一
覧
表

令
第
82
条
の
５
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
地
震
力
及

び
損
傷
限
界
耐
力

損
傷
限
界
変
位
の
当
該
各
階
の
高
さ
に
対
す
る
割

合 損
傷
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の

検
証
内
容
（
損
傷
限
界
変
位
の
当
該
各
階
の
高
さ

に
対
す
る
割
合
が
20
0
分
の
１
を
超
え
12
0
分
の

１
以
内
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）

安
全
限
界
に
関
す

る
計
算
書

各
階
及
び
各
方
向
の
安
全
限
界
変
位
の
数
値
及
び

そ
の
算
出
方
法

建
築
物
の
安
全
限
界
固
有
周
期
の
数
値
及
び
そ
の

算
出
方
法

建
築
物
の
安
全
限
界
固
有
周
期
に
応
じ
て
求
め
た

地
震
時
に
作
用
す
る
地
震
力
の
数
値
及
び
そ
の
算

出
方
法

各
階
の
安
全
限
界
変
位
の
当
該
各
階
の
高
さ
に
対

す
る
割
合
及
び
そ
の
算
出
方
法

表
層
地
盤
に
よ
る
加
速
度
の
増
幅
率
Gs
の
数
値
及

び
そ
の
算
出
方
法
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「
構
造
関
係
規
定
」
に
関
す
る
法

適
合
確
認
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト（
例
）

参考資料２

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）

（
前
に
続
く
）

各
階
及
び
各
方
向
の
保
有
水
平
耐
力
の
数
値
及
び

そ
の
算
出
方
法

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
柱
、
は
り
若
し

く
は
壁
又
は
こ
れ
ら
の
接
合
部
に
つ
い
て
、
局
部

座
屈
、
せ
ん
断
破
壊
等
に
よ
る
構
造
耐
力
上
支
障

の
あ
る
急
激
な
耐
力
の
低
下
が
生
ず
る
お
そ
れ
の

な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
検
証
内
容

安
全
限
界
に
関
す

る
計
算
結
果
　

一
覧
表

各
階
の
保
有
水
平
耐
力
を
増
分
解
析
に
よ
り
計
算

す
る
場
合
に
お
け
る
外
力
分
布

各
階
の
安
全
限
界
変
位
の
当
該
各
階
の
高
さ
に
対

す
る
割
合

各
階
の
安
全
限
界
変
位
の
当
該
各
階
の
高
さ
に
対

す
る
割
合
が
75
分
の
１
（
木
造
で
あ
る
階
に
あ
っ

て
は
、
30
分
の
１
）
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

建
築
物
の
各
階
が
荷
重
及
び
外
力
に
耐
え
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
の
検
証
内
容

表
層
地
盤
に
よ
る
加
速
度
の
増
幅
率
Gs
の
数
値
を

精
算
法
で
算
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
工
学
的

基
盤
の
条
件

令
第
82
条
の
５
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
地
震
力
及

び
保
有
水
平
耐
力

各
階
及
び
各
方
向
の
安
全
限
界
変
形
時
に
お
け
る

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
に
生
ず
る

力
の
分
布

各
階
及
び
各
方
向
の
安
全
限
界
変
形
時
に
お
け
る

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
に
生
ず
る

塑
性
ヒ
ン
ジ
及
び
変
形
の
発
生
状
況

各
階
及
び
各
方
向
の
保
有
水
平
耐
力
時
に
お
け
る

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
に
生
ず
る

塑
性
ヒ
ン
ジ
及
び
変
形
の
発
生
状
況

各
階
の
保
有
水
平
耐
力
を
増
分
解
析
に
よ
り
計
算

す
る
場
合
に
お
い
て
、
建
築
物
の
各
方
向
に
お
け

る
せ
ん
断
力
と
層
間
変
形
角
の
関
係

基
礎
ぐ
い
等
計
算

書
基
礎
ぐ
い
、
床
版
、
小
ば
り
そ
の
他
の
構
造
耐
力

上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
に
関
す
る
構
造
計
算

の
計
算
書

使
用
上
の
支
障
に

関
す
る
計
算
書

令
第
82
条
第
四
号
に
規
定
す
る
構
造
計
算
の
計
算

書

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）

屋
根
ふ
き
材
等
計

算
書

令
第
82
条
の
５
第
七
号
に
規
定
す
る
構
造
計
算
の

計
算
書

土
砂
災
害
特
別
警

戒
区
域
内
破
壊
防

止
計
算
書

令
第
82
条
の
５
第
八
号
に
規
定
す
る
構
造
計
算
の

計
算
書

令
第
81
条

第
２
項
第

二
号
イ
に

規
定
す
る

許
容
応
力

度
等
計
算

に
よ
り
安

全
性
を
確

か
め
た
建

築
物

共
通
事
項

［
構
造
計
算

概
要
書
等
］

国
土
交
通
大
臣
が

定
め
る
様
式
に
よ

る
構
造
計
算
概
要

書

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
構
造
計
算

概
要
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

構
造
計
算
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
構
造
計
算
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
申
請
に
係
る
建
築
物
が
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
よ
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め

る
こ
と
の
で
き
る
建
築
物
の
構
造
の
種
別
、
規
模

そ
の
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
使
用
条
件
に
適
合
す
る

か
ど
う
か
を
照
合
す
る
た
め
の
事
項

使
用
構
造
材
料
　

一
覧
表

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
に
使
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
材
料
の
種
別

（
規
格
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
格
）
及

び
使
用
部
位

使
用
す
る
材
料
の
許
容
応
力
度
、
許
容
耐
力
及
び

材
料
強
度
の
数
値
及
び
そ
れ
ら
の
算
出
方
法

使
用
す
る
指
定
建
築
材
料
が
法
第
37
条
の
規
定
に

基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
使
用
位
置
、
形
状

及
び
寸
法
、
当
該
構
造
計
算
に
お
い
て
用
い
た
許

容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
並
び
に
認
定
番

号

特
別
な
調
査
又
は

研
究
の
結
果
等
説

明
書

法
第
68
条
の
26
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大

臣
の
認
定
を
受
け
た
構
造
方
法
等
そ
の
他
特
殊
な

構
造
方
法
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
認
定
番
号
、
使
用
条
件
及
び
内
容

特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
構
造
計

算
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
検

討
内
容

構
造
計
算
の
仮
定
及
び
計
算
結
果
の
適
切
性
に
関

す
る
検
討
内
容



46

参考資料２　「構造関係規定」に関する法適合確認チェックリスト（例）
構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）
令
第
82
条

各
号
関
係

［
保
有
水
平

耐
力
計
算
］

基
礎
・
地
盤
説
明

書
（
国
土
交
通
大

臣
が
あ
ら
か
じ
め

適
切
で
あ
る
と
認

定
し
た
算
出
方
法

に
よ
り
基
礎
ぐ
い

の
許
容
支
持
力
を

算
出
す
る
場
合
で

当
該
認
定
に
係
る

認
定
書
の
写
し
を

添
え
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
算

出
方
法
に
係
る
図

書
の
う
ち
国
土
交

通
大
臣
の
指
定
し

た
も
の
を
除
く
。）

地
盤
調
査
方
法
及
び
そ
の
結
果

地
層
構
成
、
支
持
地
盤
及
び
建
築
物
（
地
下
部
分

を
含
む
。）
の
位
置

地
下
水
位
（
地
階
を
有
し
な
い
建
築
物
に
直
接
基

礎
を
用
い
た
場
合
を
除
く
。）

基
礎
の
工
法
（
地
盤
改
良
を
含
む
。）
の
種
別
、
位

置
、
形
状
、
寸
法
及
び
材
料
の
種
別

構
造
計
算
に
お
い
て
用
い
た
支
持
層
の
位
置
、
層

の
構
成
及
び
地
盤
調
査
の
結
果
に
よ
り
設
定
し
た

地
盤
の
特
性
値

地
盤
の
許
容
応
力
度
並
び
に
基
礎
及
び
基
礎
ぐ
い

の
許
容
支
持
力
の
数
値
及
び
そ
れ
ら
の
算
出
方
法

略
伏
図

各
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の

種
別
、
配
置
及
び
寸
法
並
び
に
開
口
部
の
位
置

略
軸
組
図

す
べ
て
の
通
り
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

る
部
材
の
種
別
、
配
置
及
び
寸
法
並
び
に
開
口
部

の
位
置

部
材
断
面
表

各
階
及
び
す
べ
て
の
通
り
の
構
造
耐
力
上
主
要
な

部
分
で
あ
る
部
材
の
断
面
の
形
状
、
寸
法
及
び
仕

様

荷
重
・
外
力
計
算

書
固
定
荷
重
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

各
階
又
は
各
部
分
の
用
途
ご
と
に
積
載
荷
重
の
数

値
及
び
そ
の
算
出
方
法

各
階
又
は
各
部
分
の
用
途
ご
と
に
特
殊
な
荷
重
の

数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

積
雪
荷
重
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

風
圧
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

地
震
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

土
圧
、
水
圧
そ
の
他
考
慮
す
べ
き
荷
重
及
び
外
力

の
数
値
及
び
そ
れ
ら
の
算
出
方
法

略
伏
図
上
に
記
載
し
た
特
殊
な
荷
重
の
分
布

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）（
前
に
続
く
）
応
力
計
算
書
（
国

土
交
通
大
臣
が
定

め
る
様
式
に
よ
る

応
力
図
及
び
基
礎

反
力
図
を
含
む
。）

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
に
生
ず
る

力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

地
震
時
（
風
圧
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
が
地
震
力

に
よ
っ
て
生
ず
る
力
を
上
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

暴
風
時
）
に
お
け
る
柱
が
負
担
す
る
せ
ん
断
力
及

び
そ
の
分
担
率
並
び
に
耐
力
壁
又
は
筋
か
い
が
負

担
す
る
せ
ん
断
力
及
び
そ
の
分
担
率

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
応
力
図
及

び
基
礎
反
力
図
に
記
載
す
べ
き
事
項

断
面
計
算
書
（
国

土
交
通
大
臣
が
定

め
る
様
式
に
よ
る

断
面
検
定
比
図
を

含
む
。）

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
位
置
、
部
材
に
付
す
記
号
、
部
材
断

面
の
仕
様
、
部
材
に
生
じ
る
荷
重
の
種
別
及
び
当

該
荷
重
が
作
用
す
る
方
向

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
軸
方
向
、
曲
げ
及
び
せ
ん
断
の
応
力

度 構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
軸
方
向
、
曲
げ
及
び
せ
ん
断
の
許
容

応
力
度

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
応
力
度
と
許
容
応
力
度
の
比
率

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
断
面
検
定

比
図
に
記
載
す
べ
き
事
項

基
礎
ぐ
い
等
計
算

書
基
礎
ぐ
い
、
床
版
、
小
ば
り
そ
の
他
の
構
造
耐
力

上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
に
関
す
る
構
造
計
算

の
計
算
書

使
用
上
の
支
障
に

関
す
る
計
算
書

令
第
82
条
第
四
号
に
規
定
す
る
構
造
計
算
の
計
算

書

令
第
82
条

の
２
関
係

［
層
間
変
形

角
］

層
間
変
形
角
計
算

書
層
間
変
位
の
計
算
に
用
い
る
地
震
力

地
震
力
に
よ
っ
て
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
層

間
変
位
の
算
出
方
法

各
階
及
び
各
方
向
の
層
間
変
形
角
の
算
出
方
法

層
間
変
形
角
計
算

結
果
　

一
覧
表

各
階
及
び
各
方
向
の
層
間
変
形
角

損
傷
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の

検
証
内
容
（
層
間
変
形
角
が
20
0
分
の
１
を
超
え

12
0
分
の
１
以
内
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）
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「
構
造
関
係
規
定
」
に
関
す
る
法

適
合
確
認
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト（
例
）

参考資料２

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）
令
第
82
条

の
４
関
係

［
屋
根
ふ
き

材
等
の
構

造
計
算
］

使
用
構
造
材
料
　

一
覧
表

屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁

に
使
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
材
料
の
種
別
（
規
格
が

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
格
）
及
び
使
用

部
位

使
用
す
る
材
料
の
許
容
応
力
度
、
許
容
耐
力
及
び

材
料
強
度
の
数
値
及
び
そ
れ
ら
の
算
出
方
法

使
用
す
る
指
定
建
築
材
料
が
法
第
37
条
の
規
定
に

基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
使
用
位
置
、
形
状

及
び
寸
法
、
当
該
構
造
計
算
に
お
い
て
用
い
た
許

容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
並
び
に
認
定
番

号

荷
重
・
外
力
計
算

書
風
圧
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

応
力
計
算
書

屋
根
ふ
き
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
に
生
ず
る

力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

屋
根
ふ
き
材
等
計

算
書

令
第
82
条
の
４
に
規
定
す
る
構
造
計
算
の
計
算
書

令
第
82
条

の
６
関
係

［
許
容
応
力

度
等
計
算
］

剛
性
率
・
偏
心
率

等
計
算
書

各
階
及
び
各
方
向
の
剛
性
率
を
計
算
す
る
場
合
に

お
け
る
層
間
変
形
角
の
算
定
に
用
い
る
層
間
変
位

の
算
出
方
法

各
階
及
び
各
方
向
の
剛
性
率
の
算
出
方
法

各
階
の
剛
心
周
り
の
ね
じ
り
剛
性
の
算
出
方
法

各
階
及
び
各
方
向
の
偏
心
率
の
算
出
方
法

令
第
82
条
の
６
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交

通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
る
計
算
の
根
拠

剛
性
率
・
偏
心
率

等
計
算
結
果
　

一
覧
表

各
階
の
剛
性
率
及
び
偏
心
率

令
第
82
条
の
６
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交

通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

令
第
81
条

第
３
項
に

規
定
す
る

令
第
82
条

各
号
及
び

令
第
82
条

の
４
に
定

め
る
と
こ

ろ
に
よ
る

構
造
計
算

に
よ
り
安

全
性
を
確

か
め
た
建

築
物

共
通
事
項

［
構
造
計
算

概
要
書
等
］

国
土
交
通
大
臣
が

定
め
る
様
式
に
よ

る
構
造
計
算
概
要

書

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
構
造
計
算

概
要
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

構
造
計
算
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
構
造
計
算
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
申
請
に
係
る
建
築
物
が
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
よ
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
安
全
性
を
確
か
め

る
こ
と
の
で
き
る
建
築
物
の
構
造
の
種
別
、
規
模

そ
の
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
使
用
条
件
に
適
合
す
る

か
ど
う
か
を
照
合
す
る
た
め
の
事
項

使
用
構
造
材
料
　

一
覧
表

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
に
使
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
材
料
の
種
別

（
規
格
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
格
）
及

び
使
用
部
位

使
用
す
る
材
料
の
許
容
応
力
度
、
許
容
耐
力
及
び

材
料
強
度
の
数
値
並
び
に
そ
れ
ら
の
算
出
方
法

使
用
す
る
指
定
建
築
材
料
が
法
第
37
条
の
規
定
に

基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
使
用
位
置
、
形
状

及
び
寸
法
、
当
該
構
造
計
算
に
お
い
て
用
い
た
許

容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
並
び
に
認
定
番

号

特
別
な
調
査
又
は

研
究
の
結
果
等
説

明
書

法
第
68
条
の
26
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
大

臣
の
認
定
を
受
け
た
構
造
方
法
等
そ
の
他
特
殊
な

構
造
方
法
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
認
定
番
号
、
使
用
条
件
及
び
内
容

特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
構
造
計

算
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
検

討
内
容

構
造
計
算
の
仮
定
及
び
計
算
結
果
の
適
切
性
に
関

す
る
検
討
内
容
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参考資料２　「構造関係規定」に関する法適合確認チェックリスト（例）
構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）
令
第
82
条

各
号
関
係

［
保
有
水
平

耐
力
計
算
］

基
礎
・
地
盤
説
明

書
（
国
土
交
通
大

臣
が
あ
ら
か
じ
め

適
切
で
あ
る
と
認

定
し
た
算
出
方
法

に
よ
り
基
礎
ぐ
い

の
許
容
支
持
力
を

算
出
す
る
場
合
で

当
該
認
定
に
係
る

認
定
書
の
写
し
を

添
え
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
算

出
方
法
に
係
る
図

書
の
う
ち
国
土
交

通
大
臣
の
指
定
し

た
も
の
を
除
く
。）

地
盤
調
査
方
法
及
び
そ
の
結
果

地
層
構
成
、
支
持
地
盤
及
び
建
築
物
（
地
下
部
分

を
含
む
。）
の
位
置

地
下
水
位
（
地
階
を
有
し
な
い
建
築
物
に
直
接
基

礎
を
用
い
た
場
合
を
除
く
。）

基
礎
の
工
法
（
地
盤
改
良
を
含
む
。）
の
種
別
、
位

置
、
形
状
、
寸
法
及
び
材
料
の
種
別

構
造
計
算
に
お
い
て
用
い
た
支
持
層
の
位
置
、
層

の
構
成
及
び
地
盤
調
査
の
結
果
に
よ
り
設
定
し
た

地
盤
の
特
性
値

地
盤
の
許
容
応
力
度
並
び
に
基
礎
及
び
基
礎
ぐ
い

の
許
容
支
持
力
の
数
値
及
び
そ
れ
ら
の
算
出
方
法

略
伏
図

各
階
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
の

種
別
、
配
置
及
び
寸
法
並
び
に
開
口
部
の
位
置

略
軸
組
図

す
べ
て
の
通
り
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ

る
部
材
の
種
別
、
配
置
及
び
寸
法
並
び
に
開
口
部

の
位
置

部
材
断
面
表

各
階
及
び
す
べ
て
の
通
り
の
構
造
耐
力
上
主
要
な

部
分
で
あ
る
部
材
の
断
面
の
形
状
、
寸
法
及
び
仕

様

荷
重
・
外
力
計
算

書
固
定
荷
重
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

各
階
又
は
各
部
分
の
用
途
ご
と
に
積
載
荷
重
の
数

値
及
び
そ
の
算
出
方
法

各
階
又
は
各
部
分
の
用
途
ご
と
に
特
殊
な
荷
重
の

数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

積
雪
荷
重
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

風
圧
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

地
震
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

土
圧
、
水
圧
そ
の
他
考
慮
す
べ
き
荷
重
及
び
外
力

の
数
値
及
び
そ
れ
ら
の
算
出
方
法

略
伏
図
上
に
記
載
し
た
特
殊
な
荷
重
の
分
布

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）（
前
に
続
く
）
応
力
計
算
書
（
国

土
交
通
大
臣
が
定

め
る
様
式
に
よ
る

応
力
図
及
び
基
礎

反
力
図
を
含
む
。）

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
に
生
ず
る

力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

地
震
時
（
風
圧
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
が
地
震
力

に
よ
っ
て
生
ず
る
力
を
上
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

暴
風
時
）
に
お
け
る
柱
が
負
担
す
る
せ
ん
断
力
及

び
そ
の
分
担
率
並
び
に
耐
力
壁
又
は
筋
か
い
が
負

担
す
る
せ
ん
断
力
及
び
そ
の
分
担
率

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
応
力
図
及

び
基
礎
反
力
図
に
記
載
す
べ
き
事
項

断
面
計
算
書
（
国

土
交
通
大
臣
が
定

め
る
様
式
に
よ
る

断
面
検
定
比
図
を

含
む
。）

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
位
置
、
部
材
に
付
す
記
号
、
部
材
断

面
の
仕
様
、
部
材
に
生
じ
る
荷
重
の
種
別
及
び
当

該
荷
重
が
作
用
す
る
方
向

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
軸
方
向
、
曲
げ
及
び
せ
ん
断
の
応
力

度 構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
軸
方
向
、
曲
げ
及
び
せ
ん
断
の
許
容

応
力
度

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
（
接
合
部

を
含
む
。）
の
応
力
度
と
許
容
応
力
度
の
比
率

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
断
面
検
定

比
図
に
記
載
す
べ
き
事
項

基
礎
ぐ
い
等
計
算

書
基
礎
ぐ
い
、
床
版
、
小
ば
り
そ
の
他
の
構
造
耐
力

上
主
要
な
部
分
で
あ
る
部
材
に
関
す
る
構
造
計
算

の
計
算
書

使
用
上
の
支
障
に

関
す
る
計
算
書

令
第
82
条
第
四
号
に
規
定
す
る
構
造
計
算
の
計
算

書

令
第
82
条

の
４
関
係

［
屋
根
ふ
き

材
等
の
構

造
計
算
］

使
用
構
造
材
料
　

一
覧
表

屋
根
ふ
き
材
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁

に
使
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
材
料
の
種
別
（
規
格
が

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
格
）
及
び
使
用

部
位

使
用
す
る
材
料
の
許
容
応
力
度
、
許
容
耐
力
及
び

材
料
強
度
の
数
値
及
び
そ
れ
ら
の
算
出
方
法
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「
構
造
関
係
規
定
」
に
関
す
る
法

適
合
確
認
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト（
例
）

参考資料２

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）（
前
に
続
く
）（
前
に
続
く
）

使
用
す
る
指
定
建
築
材
料
が
法
第
37
条
の
規
定
に

基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
使
用
位
置
、
形
状

及
び
寸
法
、
当
該
構
造
計
算
に
お
い
て
用
い
た
許

容
応
力
度
及
び
材
料
強
度
の
数
値
並
び
に
認
定
番

号

荷
重
・
外
力
計
算

書
風
圧
力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

応
力
計
算
書

屋
根
ふ
き
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
に
生
ず
る

力
の
数
値
及
び
そ
の
算
出
方
法

屋
根
ふ
き
材
等
計

算
書

令
第
82
条
の
４
に
規
定
す
る
構
造
計
算
の
計
算
書

構
造
計
算
書
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

一
�　
確
認
申
請
時
に
提
出
す
る
構
造
計
算
書
に
は
通
し
頁
を
付
す
こ
と
そ
の
他
の
構
造
計
算
書
の
構
成
を
識
別
で
き
る

措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

二
�　
建
築
物
の
構
造
等
の
実
況
に
応
じ
て
、
当
該
建
築
物
の
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め
に
必
要
な
図
書
の
追
加
、
変
更

等
を
行
う
こ
と
。

三
�　
こ
の
表
の
略
伏
図
及
び
略
軸
組
図
は
、
構
造
計
算
に
お
け
る
架
構
の
様
相
を
示
し
た
図
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
ほ
か
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
構
造
計
算
を
行
わ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。
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参考資料２　「構造関係規定」に関する法適合確認チェックリスト（例）

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

令
第
12
9
条
の
３
第

１
項
第
一
号
及
び
第

２
項
第
一
号
並
び
に

令
第
12
9
条
の
４
か

ら
令
第
12
9
条
の

11
ま
で
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
エ
レ
ベ

ー
タ
ー

各
階
平
面
図

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
機
械
室
に
設
け
る
換
気
上
有
効
な
開

口
部
又
は
換
気
設
備
の
位
置

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
機
械
室
の
出
入
口
の
構
造

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
機
械
室
に
通
ず
る
階
段
の
構
造

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
昇
降
路
の
壁
又
は
囲
い
の
全
部
又
は
一

部
を
有
さ
な
い
部
分
の
構
造

床
面
積
求
積
図

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
機
械
室
の
床
面
積
及
び
昇
降
路
の
水

平
投
影
面
積
の
求
積
に
必
要
な
建
築
物
の
各
部
分
の
寸

法
及
び
算
式

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
仕

様
書

乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
寝
台
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
用
途
及
び
積

載
量
並
び
に
最
大
定
員

昇
降
行
程

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の
定
格
速
度

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
構

造
詳
細
図

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の
構
造

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
及
び
昇
降
路
の
壁
又
は
囲
い
及

び
出
入
口
の
戸
の
位
置
及
び
構
造

非
常
の
場
合
に
お
い
て
か
ご
内
の
人
を
安
全
に
か
ご
外

に
救
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
開
口
部
の
位
置
及
び
構
造

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
駆
動
装
置
及
び
制
御
器
の
位
置
及
び

取
付
方
法

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
制
御
器
の
構
造

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
安
全
装
置
の
位
置
及
び
構
造

乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
寝
台
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
用
途
及
び
積

載
量
並
び
に
最
大
定
員
を
明
示
し
た
標
識
の
意
匠
及
び

当
該
標
識
を
掲
示
す
る
位
置

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か

ご
、
昇
降
路
及
び
機

械
室
の
断
面
図

乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
寝
台
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
出
入
口
の
床
先
と
か
ご
の
床
先

と
の
水
平
距
離
及
び
か
ご
の
床
先
と
昇
降
路
の
壁
と
の

水
平
距
離

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
昇
降
路
内
の
突
出
物
の
種
別
、
位
置

及
び
構
造

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
機
械
室
の
床
面
か
ら
天
井
又
は
は
り

の
下
端
ま
で
の
垂
直
距
離

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
機
械
室
に
通
ず
る
階
段
の
構
造

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
強
度

検
証
法
に
よ
り
検
証

し
た
際
の
計
算
書

固
定
荷
重
及
び
積
載
荷
重
に
よ
っ
て
主
要
な
支
持
部
分

等
に
生
ず
る
力

主
要
な
支
持
部
分
等
の
断
面
に
生
ず
る
常
時
及
び
安
全

装
置
作
動
時
の
各
応
力
度

主
要
な
支
持
部
分
等
の
材
料
の
破
壊
強
度
を
安
全
率
で

除
し
て
求
め
た
許
容
応
力
度

独
立
し
て
か
ご
を
支
え
、
又
は
吊つ

る
こ
と
が
で
き
る
部

分
の
材
料
の
破
断
強
度
を
限
界
安
全
率
で
除
し
て
求
め

た
限
界
の
許
容
応
力
度

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
荷

重
を
算
定
し
た
際
の

計
算
書

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
各
部
の
固
定
荷
重

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の
積
載
荷
重
及
び
そ
の
算
出
方

法 エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の
床
面
積

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
使

用
材
料
表

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
及
び
昇
降
路
の
壁
又
は
囲
い
及

び
出
入
口
の
戸
（
構
造
上
軽
微
な
部
分
を
除
く
。）
に

用
い
る
材
料
の
種
別

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
機
械
室
の
出
入
口
に
用
い
る
材
料

令
第
12
9
条
の
３
第

１
項
第
二
号
及
び
第

２
項
第
二
号
並
び
に

令
第
12
9
条
の
12

の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の

仕
様
書

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
勾こ
う

配
及
び
揚
程

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段
の
定
格
速
度

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の

構
造
詳
細
図

通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
人
又
は
物
が
挟
ま
れ
、
又

は
障
害
物
に
衝
突
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

の
措
置

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
制
動
装
置
の
構
造

昇
降
口
に
お
い
て
踏
段
の
昇
降
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
装
置
の
構
造

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段
の
構
造

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の

断
面
図

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段
の
両
側
に
設
け
る
手
す
り
の

構
造

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段
の
幅
及
び
踏
段
の
端
か
ら
当

該
踏
段
の
端
の
側
に
あ
る
手
す
り
の
上
端
部
び
中
心
ま

で
の
水
平
距
離

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
強

度
検
証
法
に
よ
り
検

証
し
た
際
の
計
算
書

固
定
荷
重
及
び
積
載
荷
重
に
よ
っ
て
主
要
な
支
持
部
分

等
に
生
ず
る
力

主
要
な
支
持
部
分
等
の
断
面
に
生
ず
る
常
時
及
び
安
全

装
置
作
動
時
の
各
応
力
度

主
要
な
支
持
部
分
等
の
材
料
の
破
壊
強
度
を
安
全
率
で

除
し
て
求
め
た
許
容
応
力
度

Ⅲ
．
建
築
基
準
法
第
２
０
条
に
基
づ
く
構
造
関
係
規
定
の
う
ち
、
建
築
設
備
に
適
用
さ
れ
る
基
準
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「
構
造
関
係
規
定
」
に
関
す
る
法

適
合
確
認
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト（
例
）

参考資料２

構
造
関
係
規
定

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

記
入
欄 1
記
入
欄 2
備
考

（
前
に
続
く
）

（
前
に
続
く
）

独
立
し
て
踏
段
を
支
え
、
又
は
吊つ

る
こ
と
が
で
き
る
部

分
の
材
料
の
破
断
強
度
を
限
界
安
全
率
で
除
し
て
求
め

た
限
界
の
許
容
応
力
度

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の

荷
重
を
算
定
し
た
際

の
計
算
書

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
各
部
の
固
定
荷
重

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段
の
積
載
荷
重
及
び
そ
の
算
定

方
法

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
踏
段
面
の
水
平
投
影
面
積

令
第
12
9
条
の
２
の

４
第
二
号
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
建
築
物

構
造
詳
細
図

昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
の
構
造
方
法

令
第
12
9
条
の
２
の

４
第
３
号
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
建
築
物

［
建
築
設
備
の
構
造

強
度
］

令
第
12
9
条
の
２
の

４
第
三
号
の
規
定
に

適
合
す
る
こ
と
の
確

認
に
必
要
な
図
書

令
第
12
9
条
の
２
の
４
第
三
号
に
規
定
す
る
構
造
方
法

へ
の
適
合
性
審
査
に
必
要
な
事
項
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